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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症に係る対

応
⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響

による特別相談窓口の運営及び企
業への啓発指導

（ア） 新型コロナウイルス感染症の影響による特別相談窓口の運営
令和２年２月14日から、労働局及び各労働基準監督署・各ハローワークに設置してい

る新型コロナ ウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口において、事業主や 労働
者からの相談に対して丁寧に対応している。

また、労働局健康安全課及に設置している「職場における新型コロナウイ ルス感染拡
大防止対策相談コーナー」において、事業者や労働者からの相談対応を行った。

a 新型コロナウイルス感染症の影響による一般的な労働相談
労働局及び各労働基準監督署内の総合労働相談コーナーにおいて、個別労働紛

争に係る労働相談を受け付け対応した。

b 新型コロナウイルス感染症の影響による賃金や休業手当に関する相談
労働局及び各労働基準監督署において相談を受け付けるとともに、労働基準法等

関係法令に基づいて対応した。

ｃ 新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金等に関する相談
厚生労働省が設けた専用のコールセンター、各ハローワーク及び労働局・雇用調

整助成金等事務センターにおいて、制度及び申請手続き等について説明した。

d 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する相談
厚生労働省が設けた専用のコールセンター及び各ハローワークにおいて、制度及

び支給申請手続き等について説明した。

e 新卒者内定取消、入職時期の繰り下げに関する相談
県内２か所の新卒応援ハローワーク及び各ハローワークにおいて、今春から入職

予定であった新卒者等及び雇用予定の事業所からの入職時期の繰り下げ等の相談
を受け付けるとともに、その回避等に向けて対応した。

f 派遣労働者に関する相談
派遣先から予期せぬ労働者派遣契約の解除などが行われ、労働契約も解除され

た派遣労働者からの相談を労働局において受け付けるとともに、労働者派遣法に基
づき対応した。

ｇ 母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の労働者に関する休暇取得
支援助成金などの相談

妊娠中の労働者や事業主からの母性健康管理に係る相談に対し、労働局におい
て事業主に義務づけられた母性健康管理措置を説明するとともに、休暇取得支援助
成金の案内と同助成金を活用した 有給の休暇制度の導入を勧奨した。 １



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症に係る対
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⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響

による特別相談窓口の運営及び企
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（前頁から続く）

ｈ 両立支援等助成金介護離職防止支援コース・育児休業等支援コース「新型コロナ
ウイルス感染症対応特例」に関する相談

労働局において、 同助成金の制度及び申請手続き等についての相談に対応した。

I  小学校休業等対応助成金に関する相談
厚生労働省が設けた専用のコールセンター及び労働局において、制度及び申請手

続き等についての相談に対応した。

j 学校等の臨時休業に伴う特別休暇導入に関する相談
労働局において、学校等の臨時休業に伴い影響を受ける労働者からの有給の休

暇制度の相談を受け付けるとともに、企業に対して同制度の導入及び助成金活用の
働きかけを行った。 （令和４年９月末現在 働きかけ１２５件実施）

(イ） 企業への啓発指導の実施
特別相談窓口に寄せられた相談、ハローワークに届けられた届出及び各種情報から、

感染症の影響による大量の解雇、雇止め、採用内定取消し、退職勧奨等が行われるお
それのある事案について、労働基準関係法令違反の未然防止が図られ適切な労務管理
がなされるよう企業への啓発指導を行っている。

○指導実施件数 30件（令和４年８月末現在）

２

特別相談窓口の相談件数と主な内容（令和４年4月1日～令和４年９月３０日）

相談件数：1,614件 雇用調整助成金741件
保護者の休暇取得支援（助成金）432件
休業107件、賃金31件、休暇30件

業種件数：1,593件 主な業種
飲食業109件、製造業107件、医療福祉98件
卸売業・小売業27件、労働者派遣業25件

相談者数：1,592人 事業主723人、労働者534人、社会保険労務士237人
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労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症に係る対

応
⑵ 雇用維持・在籍型出向の取組への

支援
ア 雇用調整助成金等による雇用維

持への支援

（ア） 雇用調整助成金等の周知・広報及び迅速支給に係る取組
ａ 雇用調整助成金等にかかる周知・広報

新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが未だ立たない状況のなか、雇
用調整助成金等については特例措置が継続されており、経済団体等に対し傘下
企業等への周知について協力依頼を行い、引き続き雇用維持の支援を図った。

○ 訪問による周知・広報
下記経済団体等を訪問し、傘下企業等へのリーフレットの配布を依頼する

等、積極的に活用促進を図った。
【訪問先】

・福島県社会保険労務士会
・福島県中小企業団体中央会 ・福島県経営者協会連合会
・福島県商工会議所連合会 ・福島県商工会連合会
・福島県中小企業家同友会 ・福島経営者協会 ・連合福島

○ ハローワークにおける周知・広報
昨年度に引き続き事業主支援アドバイザー等を多数配置し、制度について

の周知・広報及び相談支援を行っている。
また、今年度も社会保険労務士を雇用調整助成金等アドバイザーに委嘱し

要請があれば事業所訪問支援の体制を整えている。

⚫ 雇用調整助成金は、通常、１年の期間（＝対象期間）内に実施し
た休業等について受給することができます。

⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀な
くされた事業主は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整
助成金の特例措置の延長に伴い、１年を超えて引き続き受給する
ことができます。

⚫ 今般、対象期間の延長を行ったことから、雇用調整の初日が令和
２年１月24日から同３年９月30日までの間に属する場合は、1年
を超えて引き続き受給できるようになります。

雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ

「対象期間」の延長のお知らせ

《変更前》令和４年６月3０日まで

《変更後》令和４年９月30日まで

変更前 R2/1/24

R3/6/30

雇用調整の初日がこの
期間に属する場合

R4/6/30

令和4年6月30日まで
1年を超えて引き続き
受給できる

R2/1/24 R4/9/30

R3/9/30

雇用調整の初日がこの
期間に属する場合

令和4年9月30日まで
1年を超えて引き続き
受給できる

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL040628企02

厚生労働省HP

ご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせ下さい。お問合せ先

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター

0120-603-999 受付時間 9：00～21：00 土日・祝日含む

変更後

１年を超えて引き続き受給できる期間

（事業主の方へ）

令和４年９月までの雇用調整助成金の特例措置等について

雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給
しています。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和４年６月3０日を期限に雇用調
整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は令和４年９月30日ま
で以下の通りとなります。

判定基礎期間の初日
令和４年

1月・２月 3～９月

中
小
企
業

原則的な措置
4/5（9/10）
11,000円

4/5（9/10）
9,000円

業況特例・地域特例
4/5（10/10）
15,000円

大
企
業

原則的な措置
2/3（3/4）
11,000円

2/3（3/4）
9,000円

業況特例・地域特例
4/5（10/10）
15,000円

（注）金額は１人１日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

制度の見直し等の都度支給申請様式を改定しています。支給申請の都度、厚生労働省ＨＰから
最新様式のダウンロードをお願いします。

原則的な措置では、令和３年１月８日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の４／５以上」
地域・業況特例では、令和３年１月８日以降の解雇等の有無

特例措置の内容について

解雇等の有無の確認について

お願い

その他

不正受給への対応を厳格化しています

不正受給を行った事業所名等の積極的な公表、予告なしの現地調査のほか、捜査機関との連携強化を行ってい
ます。不正受給は、刑法第246条の詐欺罪等に問われる可能性があります。

ご一報
ください

・申請内容に誤りがあった場合

・受給した助成金の返還を希望される場合
申請事業主の皆さま

従業員の皆さま ・不正受給に関する情報を把握している場合

※情報提供者のプライバシー保護には十分配慮いたします。

不正受給の対応を
厳格化しています

リーフレット

・事業所名等の積極的な公表

・予告なしの現地調査

・返還請求（ペナルティ付き）
・５年間の不支給措置

・捜査機関との連携強化

３
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ｂ 申請の受付・審査状況
受付及び審査の体制を確保するとともに、進捗状況について把握・管理すること

により、迅速な支給を進めている。

○ 支給申請・支給決定件数
（※令和２年１月24日（コロナ特例措置適用）～令和４年９月30日現在）

・ 雇用調整助成金………支給申請件数 ７３，７８４件
支給決定件数 ７２，９２２件

・ 緊急雇用安定助成金…支給申請件数 １９，５７６件
支給決定件数 １９，３７９件

（イ） トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応(短時間）トライアルコース）
に係る取組

新型コロナウイルス感染症の影響により、退職を余儀なくされた方の再就職支援
策として創設されたトライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応(短時間）
トライアルコース）について、雇用調整助成金とあわせ広く周知を行い、活用促進を
図っている。

○ 支給決定件数 ８件（令和４年９月30日現在）

LL040401企08

●2020年１月24日以降、雇用調整助成金を受給していないこと

休業で、従業員が休業支援金を受給した場合も増額の対象外となります。

●2020年１月24日以降、従業員を解雇等していないこと
事業主都合による解雇の他、退職勧奨を行った場合も増額の対象外となります。

■支給金額「増額」の条件

増額の場合も、通常の場合も、支給期間は最大で３か月です。

求職者が希望する労働時間の長さで支給額が異なります。

新型コロナウイルス感染症対応

トライアルコース※１

新型コロナウイルス感染症対応

短時間トライアルコース※２

増額となる場合の支給額

（月額）
最大５万円 最大3.12万円

通常の場合の支給額

（月額）
最大４万円 最大2.5万円

※１ 求職者が〈常用雇用〉（一週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用）を希望する場合。

※２ 求職者が〈常用雇用（短時間労働）〉（一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の

無期雇用）を希望する場合。

トライアル雇用助成金

（新型コロナウイルス感染症対応（短時間）トライアルコース）を

2022年４月１日から 拡充します

事業主の皆さまへ

トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応（短時間）トライアルコース）は、

適性や能力を見極めてから無期雇用へ移行することを目的に、就労経験のない職業に就く

ことを希望する離職者を、一定期間（原則３か月）試行雇用する事業主に対して支給する

助成金です。

2022（令和４）年４月１日以降にハローワーク等から紹介を受けてこの助成金の対象とな

る事業主が、これまでに雇用調整助成金を受給していない場合等に、支給額を増額します。

■支給金額

以下の２つの要件を、いずれも満たす必要があります。

・トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応（短時間）トライアルコース）の詳細は、

厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

・助成金の受給には、その他各種条件があります。詳しくは、都道府県労働局またはハローワークに

お問い合わせください。

・都道府県労働局・ハローワーク

４



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症に係る対

応

⑵ 雇用維持・在籍型出向の取組への
支援

イ 産業雇用安定助成金等による在籍型出
向の取組への支援

（ア） 産業雇用安定助成金に係る周知・広報
・ 福島労働局HPのトップページに開設している「在籍型出向支援特設サイト -雇

用シェアリング- 」上において、当該助成金や在籍型出向支援について広く発
信するとともに、公益財団法人産業雇用安定センターと定期的に在籍型出向
に関する相互の情報を共有し、周知・活用促進を図っている。

・ 事業主に送付する雇用調整助成金支給決定通知書に当該助成金のリーフレ
ットや産業雇用安定センターへの連絡票等を同封し活用促進を図っている。

・ 産業雇用安定センターと連携して事業主等向けセミナーを開催し、在籍型出向
のメリットやマッチング支援、手続きに必要な書類作成のポイント、産業雇用安
定助成金の概要等について説明するとともに、在籍型出向を実施した企業に
対するインタビュー動画を上映して、当該助成金の活用促進と在籍型出向支
援の更なる推進を図った。
（7月26日開催 参加者13名）

（イ） 福島県在籍型出向等支援協議会の開催
・ 令和3年4月13日に設置した「福島県在籍型出向等支援協議会」を今年度も開

催し、地域において関係機関が連携して、出向の情報やノウハウの共有、送出
企業や受入企業開拓等の推進を図る。（令和4年11月以降開催予定。）

（ウ） 産業雇用安定助成金の取扱状況
（令和３年２月５日（制度創設日）～令和４年９月30日実績）

・ 出向実施計画届受理件数・・・・・19件
・ 支給申請受理件数・・・・・・・・・・・42件
・ 支給決定件数・・・・・・・・・・・・・・・37件

５
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（エ） 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度の周知及び申請受付、支
給決定
ａ 休業支援金・給付金制度の周知・広報

事業主に休業を命じられた労働者のうち、休業中に事業主から休業手当の支払
いを受けることができなかった方々に対する周知・広報を的確に行うため、対象労
働者の要件や申請方法等を労働局ホームページに掲載し、また、各ハローワーク
の窓口において丁寧に説明を行うなど、もれなく対象となる方々に制度の内容が
伝わるよう努めている。

ｂ 申請書類の受付・審査体制
福島市内に「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金集中処理セン

ター」（センター長以下48名を配置）を設置し、申請書類の受付及び審査を集中的
に行い、迅速な支給決定処理を行っている。

ｃ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金支給申請・支給決定状況
（令和4年9月30日現在）

○支給申請件数 49,685件
○支給決定件数 40,769件
※令和２年７月以降の累計値

６



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症に係る対

応

⑶ 各種休暇制度の導入支援

新型コロナウイルス感染症に関連する特別休暇や病気休暇等の休暇制度について

（ア） 両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇取得支援コース」・母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

（イ） 両立支援等助成金介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特
例」

（ウ）両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース」

などの助成金について、毎月の定例報告会、労働局ホームページ及び各労働基準監
督署・ハローワークにおいて周知し、同助成金を活用した有給の休暇制度の導入を勧奨
することにより妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりを支援している。

各種助成金の支給申請・支給決定状況（令和4年9月30日現在）

７

各 種 助 成 金 支給
申請

支給
決定

両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取
得支援コース」

７ 8

母性健康管理措置による休暇制度導入助成金 4 5

両立支援等助成金介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」 1 0

小学校休業等対応助成金 2,743 1,976



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症に係る対

応

⑷ 職場における感染症防止対策等
の推進

（ア） 事業場に対する取組状況の確認及び指導
事業主や事業場担当者と接する機会を活用し、「職場における新型コロナウィルス

感染症対策の実施状況を確認しましょう」を手交して事業場における感染防止対
策の取組状況を確認して、取組が十分でない場合は実践例を盛り込んだリーフレット
を用いて対策を検討するよう指導を実施することにより、職場における感染症予防対
策等の推進を図った。

また、取組状況の確認及び指導の際に、「今、コロナワクチンについてお伝えした
いこと」を手交し、新型コロナワクチンの３回目接種に関する周知を実施した。

○ 監督署等の窓口における対応件数 2,300件（９月末現在）
○ 事業場への訪問等における対応件数 535件（９月末現在）

（イ） 県内各市町村への広報依頼
福島県及び県内59市町村に対し「新型コロナウイルス感染症の労災補償に係

る周知等協力依頼」を行い、新型コロナウイルス感染症の労災請求の促進勧奨を
図った。

○ＨＰ掲載 10件(９月末現在）
○広報誌への掲載 20件(９月末現在）

（ウ） 労災保険請求に係る相談等
労働者等から労災保険請求に関する相談があった際には、新型コロナウイルス感

染症にかかる労災保険の取り扱いについて懇切・丁寧に説明を行った。
また、集団感染が発生した事業場に対しては、積極的に労災保険請求がなされる

よう、請求勧奨を行った。
〇新型コロナウイルスに関する労災請求・決定状況

請求件数 703件(９月末現在） 決定件数 587件(９月末現在）

８



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
１ 新型コロナウイルス感染症に係る対

応

(4) 職場における感染症防止対策等

の推進

・ 職場における新型コロナウイルス感染拡大防止への取組み
福島労働局においては、令和２年４月１４ 日付けで「新型コロナウイルス感染拡大

防止に係る福島労働局の基本方針」（以下「福島局基本方針という。」）を策定し、職
員の感染拡大防止行動や体調不良となった場合の対応、外出自粛要請等があった
場合の人員体制の確保等について定めている。

具体的には

ａ 感染拡大防止のためマスク着用、手洗い、うがい、消毒、換気の勧奨を施設に掲
示し、職員及び利用者へ周知すること

ｂ 職員及び利用者への感染防止のため、施設に手指消毒用のアルコール消毒液を
設置するとともに、窓口にはパネル等を設置し、対応する職員にはマスク着用を義
務付けていること

ｃ 感染拡大防止を図るため、会議等を自粛し、やむを得ず開催する場合は、密集・
密接・ 密閉の三密を避けるため、参加人数を最小限とし、距離の確保や換気の確
保に努め実施すること

等について、全職員へ周知徹底を図っている。

また、福島県内の感染急拡大に伴い、福島県が発出する各宣言や感染拡大対策
の周知徹底やテレワーク、在宅勤務、時差出勤などを積極的に実施し、職員の感染
やそれに伴う庁舎の閉庁が発生しないよう取り組んでいる。

【福島労働局（※）職員の感染状況（令和４年９月３０日現在）】
・感染者数：７９名（令和３年度１４名）
・閉庁件数：０件（令和３年度０件）

※管内の労働基準監督署及びハローワークを含む

９



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑴ 働き方改革の推進

ア 長時間労働の是正に向けた取組

（ア）生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援
ａ 労働基準監督署の労働時間相談・支援班による支援

各監督署に設置している「労働時間相談・支援コーナー」において、労働時間に
関する法制度の周知や36協定の適正化について指導を行うとともに、労働時間相
談・支援班による説明会の開催や、事業場のニーズを踏まえた個別訪問を継続的
に実施している。

〇説明会実施回数 49回
（８月末現在）

〇個別訪問支援件数 454件
（８月末現在）

ｂ 福島働き方改革推進支援センターの設置
令和４年４月より「福島働き方改革推進支援センター」（委託先：福島県社会保険

労務士会）を設置し、電話・メール・来所による相談対応、個別訪問、セミナー、業種
別団体等に対する支援を実施し、働き方改革の必要性及び働き方改革関連法の内
容の周知、関係助成金の活用促進を図っている。

c  働き方・休み方改善コンサルタントによる助言・指導等
企業に対する個別訪問を通じて、働き方・休み方の改善を促した。

d  働き方改革を支援するための「働き方改革推進支援助成金」の周知
・助成金一覧表を、労働局ホームページに掲載した。
・商工会議所、商工会等へメールマガジンを配信し助成金の情報提供を行った。
・働き方改革推進支援助成金 交付申請162件（令和４年９月末現在）

10



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑴ 働き方改革の推進

ア 長時間労働の是正に向けた取組

（イ）長時間労働につながる取引環境の見直し
働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善のため、監督

指導の結果、下請中小企業の労働基準関係法令違反の背景に、親事業者の下請代金
遅延等防止法等の違反が疑われる場合には、中小企業庁等に通報することとしている
が、通報実績はなかった（８月末現在）。

（ウ）年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進
年次有給休暇の取得促進に関する周知用ポスター及びリーフレットを、監督署、安

定所、行政機関及び各商工団体、魅力ある職場づくり推進協議会関係団体等へ送付
し、時間単位年休及び年休の計画的付与制度の導入など企業における年休を取得し
やすい環境整備を促している。

【参考】 年次有給休暇取得率（令和２年） 全国56.6% 福島49.1％
（厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課：:就労条件総合調査特別集計）

11



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑴ 働き方改革の推進

ア 長時間労働の是正に向けた取組

（エ）関係機関と連携した取組の推進

ａ 福島県雇用対策協定
福島県との雇用対策協定に基づき、働き方改革に取り組む企業に対する支援等

について、連携を図りながら取り組んでいる。
〇第１回福島県雇用対策運営協議会の開催（４月開催）
〇第２回福島県雇用対策運営協議会の開催（９月書面にて開催）
〇局幹部による県内の主要企業トップへの訪問を下半期に18社行う予定
（うち６社は、福島県雇用労政課と共同で訪問予定）

訪問後、企業の先進的な取組を当局ＨＰで紹介することとしている。

ｂ 魅力ある職場づくり推進協議会・作業部会の開催
政労使を構成員とする魅力ある職場づくり推進協議会を開催予定（12月7日）、

11月8日には、各構成員の取組と目標の進捗状況についての確認及び本協議会
での協議事項の打合せ等を行う作業部会を開催することとしている。

C 商工会議所、商工会等とのネットワークの活用

12

商工会議所、商工会等とのネット
ワークを活用し、毎月、働き方改革
等の労働局内の各種情報を福島労
働局メールマガジンとして送信し、傘
下の企業への周知広報を図ってい
る。



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑴ 働き方改革の推進

ア 長時間労働の是正に向けた取組

（オ）自動車運送業、建設業における勤務環境の改善
a 自動車運送業
・ 福島県トラック協会と連携し、同協会主催の講習会において、運送事業者を対

象に、改正労働基準法の内容を含む労働時間法制度等の理解促進のための集団
指導を実施し、周知を図った。（９月～10月、県内６か所）
・ 東北運輸局福島運輸支局と連携し、福島県トラック協会の非会員運送事業者を
対象に、改正労働基準法の内容を含む労働時間法制度等の理解促進のための集
団指導を実施し、周知を図る予定である。（10月～11月、県内４か所）
・ 荷主、トラック運送事業者、関係団体等で構成する「トラック輸送における取引環
境・労働時間改善福島県協議会」において、トラック運転者の長時間労働の改善と
生産性の向上の取組による環境整備について協議予定である。（令和４年度の開催
時期等は調整中）。
・ バス事業及びタクシー事業に関して、令和４年３月に中間とりまとめされた「自動
車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）の見直し案の内容
周知のための説明会を開催し、事業者から見直し案に関する質問や意見を聴取して
いる。（６月以降）

b 建設業
福島県建設業協会、福島県建設産業団体連合会、福島県等で構成する「福島県

建設業関係労働時間削減推進協議会」を令和３年６月に開催し、令和３年度及び４
年度の取組方針を決定した。

同協議会における取組方針を踏まえ、令和４年度は、県内８方部において、福島
県建設業協会の非会員事業者を対象に、改正労働基準法の内容を含む労働時間
法制度等について説明会を開催し、周知を図った。（７月～９月）

13



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑴ 働き方改革の推進

ア 長時間労働の是正に向けた取組

（カ）長時間労働の是正に向けた監督指導等の実施
・ 各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると考

えられる事業場及び長時間・過重労働による過労死等に係る労災請求が行われ
た事業場を対象に監督指導を実施し、長時間労働が認められる事業場について
の是正に向けた指導を行っている。

〇 監督指導実施件数 38件（８月末現在）

・ 監督署において、福島働き方改革推進支援センターと連携して、長時間労働の
是正のための説明会を開催し、事業場の是正に向けた取組の実施につなげてい
る。

○説明会の開催 49回（８月末現在）

14

・ 令和４年11月の「過重労働解
消キャンペーン」の取組として、
長時間労働の是正に向けた集

中的な周知・啓発等を行うこと
としており、その一環として、過
労死等防止対策推進シンポジ
ウムを開催予定である。（11月
25日に郡山市で開催予定）



行政運営方針（別紙） 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑴ 働き方改革の推進

イ 同一労働同一賃金など雇用形態

に関わらない公正な待遇の確保

ウ 良質なテレワークの導入・定着の
推進

（ア） パートタイム・有期雇用労働法履行確保のための事業所に対する調査指導の実施

同一労働同一賃金などパートタイム・有期雇用労働法に基づく措置が講じられてい
るか事業所に対する調査を実施し、法の履行確保を図っている。

（イ） 福島働き方改革推進支援センターによる支援
同一労働同一賃金など非正規労働者の待遇改善について、福島働き方改革推

進支援センターの労務管理等の専門家による相談、個別訪問、セミナー等を実施し,
中小企業等が抱える課題に対する丁寧な支援を行っている。

（ウ）テレワークの普及促進
雇用型テレワークの適切な導入を推進するため、福島労働局ホームページに厚生労

働省の特設サイト「テレワーク総合ポータルサイト」のリンクを掲示し、テレワークガイドラ
イン及び「人材確保等助成金（テレワークコース）」の周知広報を行い、制度導入を検討し
ている事業主を支援している。 15



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑴ 働き方改革の推進

エ 総合的なハラスメント対策の推進

（ア）職場におけるハラスメント等に関する雇用管理上の防止措置義務の履行確保
労働者からのハラスメントに関する相談により法違反の疑いがある場合等、事業

所に対し、ハラスメント防止措置が講じられているか調査を実施し、措置義務違反が
あれば是正指導を行い、法の履行確保を図っている。

また、労働者から紛争解決援助の申出があった場合には、援助やあっせん・調停
等による解決を図っている。
【参考】令和３年度 相談件数

いじめ・嫌がらせ 1,697件 パワーハラスメント 216件
セクシュアルハラスメント 119件 妊娠、出産、育休等ハラスメント 119件

（イ）職場におけるハラスメント等への周知啓発の実施及びカスタマーハラスメント対策等
の推進

新規学卒求人説明会、労務管理研修会など事業主、労務担当者等を対象とした
会合において「職場におけるハラスメント対策」を説明し、措置義務への対応、ハラス
メントのない職場環境の整備を促した。

なお、12月 の「ハラスメント撲滅月間」に、集中的な広報や特別相談窓口の設置
等を予定している。

（ウ）就職活動中等の学生等に対するハラスメント対策等の推進

16

就職活動中の学生に対する
セクシュアルハラスメント等の
ハラスメントに関する相談窓口
として、総合労働相談コーナー
を設置し、相談があった場合に
は早期解決に向けて丁寧な対
応を行っている。



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑴ 働き方改革の推進

オ 副業・兼業を行う労働者の健康確
保の推進

副業・兼業を行う労働者の健康確保に向けた取組が進むよう「副業・兼業労働者の
健康診断助成金」について、福島労働局ホームぺージに掲載するとともに、監督署窓口
等において周知を図っている。

また、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に定められた副業・兼業の場合におけ
る労働時間管理や健康管理のルールについて、監督署等の窓口や企業・労働者から
の相談対応時等に周知を図っている。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進

⑵ 正社員希望者・若者の就職支援と
職場定着に向けた取組
ア 正社員転換・待遇改善実現に向

けた取組

（ア） 正社員求人の確保等と就職支援
非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善実現に向けて、正社員に重点を置い

た求人開拓及び非正規雇用求人の正社員求人への転換働きかけ等による正社員
求人の確保等、正社員就職等の実現に向けた取組を推進した。

【令和４年度目標】
○ハローワークによる正社員就職・正社員転換数 13,321人以上
○ハローワークにおける正社員求人数 81,956人以上

ａ 正社員就職件数（令和４年８月末現在）
正社員求人に応募するメリットの説明、求職者担当者制や応募書類の作成指導

等のきめ細やかな職業相談の取組等により、5,211人（前年同期5,278人）が就職し
た。

ｂ キャリアアップ助成金の活用による正社員転換数（令和４年８月末現在）
キャリアアップ助成金を活用して、有期契約から正規雇用等に転換した労働者

は156人（前年同期138人）となった。
※目標進捗率（ａ＋ｂ） 40.6％（5,367/13,231人）

ｃ 正社員求人数（令和４年８月末現在）
正社員に重点を置いた求人開拓及び雇用管理改善の働きかけ等により、35,493

人分（前年同期32,283人）の正社員求人を受理した。
※目標進捗率（C） 43.4％（35,493/81,956人）

【参考】令和３年度
○ 正社員就職・転換数・・・実績13,231人（目標18,611人）
○ 正社員求人数・・・・・・・・実績81,960人（目標84,040人）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑵ 正社員希望者・若者の就職支援と

職場定着に向けた取組
イ 若者の就職支援と職場定着に向

けた取組

（ア） ユースエール認定企業制度の普及拡大と企業案内
a 制度の周知・広報等

・ ７月に開催した就職面接会において、参加事業所
203社に対しユースエール認定制度に関するリーフ

レットを配付し、認定制度への理解促進を図った。
・ 県内各地区ごとのユースエール認定企業を掲載し
たPR用リーフレットを作成し、県内全ての高等学校の
生徒に配布することで、地元企業への就職に向け、
魅力ある企業の案内を行った。

b ユースエール認定に向けた事業所への認定勧奨
・ ハローワーク窓口において、求人受理等の機会を
捉えて認定勧奨を実施した。
・ 労働局及びハローワークにおいて、ユースエール
認定勧奨のために事業所訪問を44件実施した。 （９月末現在）

c 認定状況
○ 認定企業数・・・56社（令和４年９月末現在）

（平成27年度：１社、平成28年度：４社、平成29年度：９社、平成30年度：13社、
令和元年度：７社、令和２年度：９社、令和３年度：８社、令和４年度：５社）
※認定数は全国１位（令和４年８月末現在）

（イ） 労働関係法令違反を繰り返す求人者からの求人不受理の取組
労働関係法令に違反した事業所からの求人を不受理とすることにより、新卒採用

時のトラブル防止を図った。

19

R4.9.20 ユースエール認定通知書交付式

就職面接会では
「ユースエール認定企業」であることをアピール



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進

⑶ 女性の活躍、男性の育児休業取得

及び仕事と家庭の両立支援の推進
ア 女性の活躍の推進

（ア） 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定
令和４年４月１日より女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報

公表の義務が常用労働者数101人以上の事業主に拡大されたことから、常用労働者
数101人以上の義務企業に対し策定届の提出等を求め、100％近い届け出となってい
る。

〇 届出状況（令和４年６月末現在）

301人以上企業 170社中169社（届出率99.4％）
101人以上300人以下企業 399社中396社（届出率99.2％）
100人以下企業 69社

（イ） えるぼし及びプラチナえるぼし認定制度の周知
女性活躍推進法に基づく事業主認定（えるぼし認定）制度について、説明会・会議

等機会のある都度認定制度の説明・申請勧奨を実施している。
〇 認定状況（令和４年６月末現在）

301人以上企業 えるぼし7社
101人以上300人以下企業 えるぼし5社

（ウ） 母性健康管理措置の履行確保

指針に基づき母性健康管理措置が講じられているか事業所に対する調査を実施
し、法の履行確保を図っている。

なお、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母
体または胎児の健康保持に影響があるとして医師等から指導を受けた場合につい
ても必要な措置を講じる必要があることについても周知を図っている。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑶ 女性の活躍、男性の育児休業取得

及び仕事と家庭の両立支援の推進

イ 男性が育児休業を取得しやすい
環境整備の推進

・ 改正育児・介護休業法の周知
改正育児・介護休業法が令和４年４月より段階的に施行されていることから、説明会や

会議等あらゆる機会を通じて事業主等に対し説明を行っている。
特に、10月１日施行内容が就業規則の変更を伴う大きな改正であることから、施行前の

９月に「魅力ある職場づくり推進セミナー２０２２」として、福島働き方改革推進支援セン
ターと共催で、オンライン説明会を定員100名で３回開催し、産後パパ育休などの規定歳
暮及び育児休業を取得しやすい環境の整備を促した（申込者数380名）。また、オンライン
説明会に参加できない事業所を念頭に、個別相談会を県内６カ所（福島市、郡山市、い
わき市、会津若松市、白河市、南相馬市）で開催し、規定整備等にかかる支援を行った。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑶ 女性の活躍及び仕事と家庭の両立

支援の推進
ウ 仕事と家庭の両立の推進

エ 不妊治療を受けやすい休暇制度
等の職場環境の整備の推進

（イ） 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定届の計画期間の終

了予定企業に対し、新たな計画の策定について文書での勧奨、支援を行っている。

〇 届出状況（令和４年６月末現在）
301人以上企業 170社中169社（届出率99.4％）
101人以上300人以下企業 427社中423社（届出率99.1％）
100人以下企業 698社

（ウ） トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定制度の周知
認定企業について、認定通知書交付式を局全体の行事として開催し、報道機関に

対する広報活動、ホームページへの掲載などを展開している。
〇 認定状況（令和４年６月末現在）

（ア） 不妊治療と仕事の両立のための職場環境整備
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令和４年２月に改正された次世代育成支援対
策推進法に基づく行動計画策定指針について
事業主に周知するとともに、 行動計画に「不妊
治療を受ける労働者に配慮した措置」を盛り込
むよう働きかけを行っている。また、令和４年４
月より認定基準の改正に伴い新たに開始した
「トライくるみん」制度の周知と併せて、不妊治療
と仕事の両立支援に関する新たな認定制度「プ
ラス」について事業主に周知している。

くるみん
プラチナ
くるみん

301人以上企業 １９社 ４社

101人以上300
人以下企業

１８社 １社

100人以下企業 ９社 －



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
２ 魅力ある職場づくりの推進
⑶ 女性の活躍及び仕事と家庭の両立

支援の推進
オ 子育てする女性等に対する雇用

対策の推進

（ア） マザーズコーナーでの取組
ハローワーク福島・いわき・会津若松・郡山に設置されているマザーズコーナーに

おいて、キッズコーナーの併設等子育て中の女性等が来所しやすい環境を整備する
とともに、仕事と子育てを両立しやすい求人の確保や専門相談員による相談・情報提
供を推進 し、就職支援の充実を図った。

○令和４年度（第１・四半期）の実績
新規求職者数 808人（前年同期 893人）
就職者件数 286人（前年同期 336人）

（イ） マザーズコーナーにおける求職者担当者制の実施
子育てしながら早期の就職を希望する者等を重点支援対象者として、求職者担当

者制による各種就職支援を行った。
○令和４年度（第1・四半期）の実績

担当者制支援による重点支援対象者数 265人（前年同期 308人）
上記支援対象者の就職者数 258人（前年同期 305人）
上記支援対象者の就職率 97.4％（前年同期 99.0％）

（ウ） 就職支援セミナーの実施
マザーズコーナー利用者向け就職支援セミナー開催状況（令和４年８月末現在）
○ハローワーク福島・・・・・・・開催５回 参加者数23人
○ハローワークいわき・・・・・開催２回 参加者数 ８人
○ハローワーク会津若松・・・開催５回 参加者数17人
○ハローワーク郡山・・・・・・・開催３回 参加者数28人

（エ） 就職支援協議会の開催
「福島労働局子育て女性等の就職支援協議会（7／7）」及び「地域子育て女性等

の就職支援協議会（福島8／8、いわき7／27、会津若松７／12、郡山７／27）」を開
催し、自治体等関係機関と情報共有・意見交換等を行った。
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ハローワーク・マザーズコーナー主催
「子育てママさん就職支援セミナー」

※ママさんは子ども連れで参加（保育士を配置）



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑴ 復旧・復興に従事する労働者の健

康・安全対策等の推進
ア 原発での廃炉作業に従事する労

働者の健康・安全対策等の推進

（ア） 監督指導の実施により、原発での廃炉作業に従事する労働者の健康・安全対策等
の推進を図っている。

・ 原発での廃炉作業に係る監督指導の実施状況（１～６月）
監督指導の実施件数114件、うち違反件数28件（違反率24.6％）

（イ） 放射線管理計画の届出等に基づく指導
提出された放射線管理計画及び放射線作業届の内容を審査し、被ばく低減対策

や安全対策について指導した。
〇令和４年度上期 放射線管理計画受理件数 ４件（９月末現在）
〇令和４年度上期 放射線作業届受理件数 １８７件（９月末現在）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑴ 復旧・復興に従事する労働者の健

康・安全対策等の推進
ア 原発での廃炉作業に従事する労

働者の健康・安全対策等の推進

（ウ） 関係機関等との連携
関係機関との連携により、以下のとおり、原発での廃炉作業に従事する労働者の

健康・安全対策等の推進進を図った。

・ 東京電力及び元請事業者に対し、熱中症防止対策の徹底を要請した。（５月）

・ 「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会労働者安全衛生対策部
会」に出席した。（６月）

・ 福島県危機管理部原子力安全対策課との合同パトロールにより必要な指導等
を実施した。（９月）

・ 原子力施設を管轄する労働基準監督署と原子力規制事務所との連携体制を整
えるため、原子力規制委員会原子力規制庁の担当部署と打ち合わせを実施した。
（５月）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑴ 復旧・復興に従事する労働者の健

康・安全対策等の推進
イ 除染等業務、汚染土壌等の搬入・

搬出業務等に従事する労働者の健
康・安全対策等の推進

（ア） 監督指導の実施により、除染等業務、汚染土壌等の搬入・搬出業務等に従事する
労働者の健康・安全対策等の推進を図っている

・ 除染作業に係る監督指導の実施状況（１～６月）
監督指導実施件数31件、うち違反件数５件（違反率16.1％）

・ 汚染土壌等の搬入・搬出業務等に係る監督指導の実施状況（１～６月）
監督指導の実施件数77件、うち違反件数40件（違反率51.9％）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑴ 復旧・復興に従事する労働者の健

康・安全対策等の推進
イ 除染等業務、汚染土壌等の搬入・

搬出業務等に従事する労働者の健
康・安全対策等の推進

（イ） 除染等の業務等に係る作業届に基づく指導
提出された除染等の業務等に係る作業届の内容を審査し、安全対策や被ばく低減

対策について指導した。
〇令和４年度上期 作業届受理件数 47件（９月末現在）

（ウ） 「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」への参加促進
除染等業務に携わる従事者の被ばく線量などの情報を一元的に管理する「除染

等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」について、各種説明会等の機会を捉えて
周知等を実施し、参加の促進を図っている。

（エ） 関係機関との連携
関係機関との連携により、以下のとおり、除染等業務、汚染土壌等の搬入・搬出

業務等に従事する労働者の健康・安全対策等の推進を図った。

・ 県内の発注機関、災害防止団体に対し、熱中症防止対策の徹底を要請した。
（５月、８月）

・ 県内工事関係者連絡会議を開催し、公共工事の発注機関等に対し、労働災害
防止対策について協力を要請した。（６月）

・ 環境省福島地方環境事務所作業適正化・安全対策協議会主催の「総会」、「優
良受注者表彰式並びに第１回講和会」において、福島地方環境事務所発注工事
の元請事業者に対し、労働災害防止について取組の強化を要請した。（７月、９月）

・ 福島県生活環境部中間貯蔵・除染対策課との仮置き場への合同パトロールに
より必要な指導等を実施した。（７月）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑴ 復旧・復興に従事する労働者の健

康・安全対策等の推進
ウ 中間貯蔵施設等における事故由

来廃棄物等処分業務に従事する労
働者の健康・安全対策等の推進

（ア） 監督指導の実施により、中間貯蔵施設等における事故由来廃棄物等処分業務に
従事する労働者の健康・安全対策等の推進を図っている。

中間貯蔵等（受入分別施設：８施設、土壌貯蔵施設：８工区、減容化施設：３施
設）での事故由来廃棄物等の処分業務に係る監督指導の実施状況（１～６月）

監督指導の実施件数34件、うち違反件数17件（違反率50.0％）

（イ） 事故由来廃棄物等処分業務に係る作業届に基づく指導
提出された事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業届の内容を審査し、安全

対策や被ばく低減対策について指導した。
〇令和４年度上期作業届受理件数 ７件（９月末現在）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑴ 復旧・復興に従事する労働者の健

康・安全対策等の推進
ウ 中間貯蔵施設等における事故由

来廃棄物等処分業務に従事する労
働者の健康・安全対策等の推進

(ウ) 関係機関等との連携
関係機関との連携により、以下のとおり、中間貯蔵施設等における事故由来廃棄

物等処分業務に従事する労働者の健康・安全対策等の推進を図った。

・ 県内の発注機関、災害防止団体に対し、熱中症防止対策の徹底を要請した。
（５月、８月）（再掲）

・ 県内工事関係者連絡会議を開催し、公共工事の発注機関等に対し、労働災害
防止対策について協力を要請した。（６月）（再掲）

・ 環境省福島地方環境事務所と連携し、「中間貯蔵施設災害防止協議会」を開催
した。同協議会において、中間貯蔵施設関連事業の元請業者による取組事例の
発表及び事例検討を行い、安全管理水準の向上、自主的な安全衛生活動の推進
を図った。（７月）

・ 環境省福島地方環境事務所作業適正化・安全対策協議会中間貯蔵施設分会
主催の合同パトロールにおいて、中間貯蔵施設への安全パトロールを実施した。
(７月）

・ 環境省福島地方環境事務所作業適正化・安全対策協議会主催の「総会」、「優
良受注者表彰式並びに第１回講和会」において、福島地方環境事務所発注工事の
元請事業者に対し、労働災害防止について取組の強化を要請した。（７月、９月）
（再掲）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑴ 復旧・復興に従事する労働者の健

康・安全対策等の推進
エ 偽装請負・違法派遣対策の推進

（ア） 関係機関との連携による周知・啓発
毎年、当局において、周知・啓発の講演のため参加している以下の各種会議は、

令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として中止されている
ため、主催者を通じて参加予定事業主等へ関係資料を配布する等により周知・啓発
を行い、適正な請負についての理解の促進を図った。

なお、「環境省福島地方環境事務所発注復旧・復興工事等暴力団排除対策協議
会総会（環境省福島事務所主催、福島県警等参加）」は、昨年度に再開（令和４年
１月26日、元請事業者46社参加）したため、他の会議等も含め、開催状況を把握し、
偽装請負等違法派遣の防止について説明を行うこととしている。

【各種会議】
○福島第一原発・暴力団等排除対策現地連絡会（東京電力ＨＤ、福島県警、原

発関係事業者、例年６月開催）
○労働条件に関する法令遵守講習会（東京電力HD主催、原発関係事業者、例

年４回開催）
○東京電力安全推進協議会（東京電力HD主催、元請事業者［令和２年度は開

催］）
〇環境省福島地方環境事務所発注復旧・復興工事等暴力団排除対策協議会

総会（環境省主催、県警、元請事業者参加、令和３年度再開）

（イ） 廃炉作業等に従事する派遣元事業主に対する指導監督
労働者派遣事業者に対する定期指導において、廃炉作業等に従事する派遣元事

業者を重点的に選定し、偽装請負・違法派遣の防止のための指導監督を実施した。
なお、廃炉作業や除染現場での偽装請負・違法派遣の相談等については、迅速

な調査・指導監督を実施している。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑵ 復興に向けた帰還者・移住者の就

労支援の推進
ア 避難県民の帰還のための就労支

援の推進

（ア） 福島県との連携による支援
福島県と雇用対策を効果的かつ一体的に実施し、震災からの本格復興の推進と

県民の暮らしの向上に取り組んでいる。
〇第１回福島県雇用対策協定運営協議会の開催（令和４年４月）
〇第２回福島県雇用対策協定運営協議会の開催（令和４年９月書面開催）

（イ） 市町村と連携した帰還希望避難者に対する就労支援
避難者が帰還を希望する場合の就職等を支援する「福島雇用促進支援事業」に

ついて、関係市町村からの人材確保・育成ニーズを踏まえ、下記事業を実施した。
〇雇用確保セミナー、各種資格講習等を行う「企業向け雇用確保に係る事業」

（５事業）
雇用確保セミナー：７４社、９３人（８月末までの実績）（前年同期 ７７社、９０人）

○職業相談、各種技能講習を行う「求職者向け就職促進に係る事業」（６事業）
避難者等職業相談事業：６２８人（８月末までの実績）（前年同期５０１人）
企業見学会事業：31社、８６人（８月末までの実績）

○職場体験実習事業：２社、１６人（８月末までの実績）（前年同期１３社、３６人）
○合同就職面接会：６/２４南相馬会場：１７社、５６人 ７/１３富岡会場：１７社、２６人

８/５浪江会場：１９社、４８人 ９/１５郡山会場：４８社、１２６人
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑵ 復興に向けた帰還者・移住者の就

労支援の推進
ア 避難県民の帰還のための就労支

援の推進

○ 企業説明会等
・福島県内外に居住する被災者等を主な対象としながら、「福島での仕事を探して
いる」、「福島への移住を考えている」方及び県内企業約３０社が参加する企業説
明会等についてオンライン（Zoom）形式で開催した。

「企業説明会」の他、福島労働局による「お仕事相談ルーム」、広域協議会による
「就職準備支援ルーム」に加え、福島１２市町村移住支援センター・自治体による
補助金等の支援制度を説明する「移住支援ルーム」を設置し、情報提供、相談等
を積極的に行い、帰還・就職の促進を図った。

｢ふくしまで働こう＠オンライン企業説明会」
第１回 令和４年８月26日（金） １３：３０～１５：３０

参加企業：３０社 参加者：４８人

第２回 令和５年１月20日（金） １３：３０～１５：３０
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑵ 復興に向けた帰還者・移住者の就

労支援の推進
ア 避難県民の帰還のための就労支

援の推進

（前項から続く）

（ウ） 避難者及び帰還者に対するハローワークにおける雇用支援
・ハローワーク富岡及び浪江町地域職業相談室において、避難者及び帰還者に

向けた雇用支援を行った。

・県内５所（福島、いわき、郡山、相双、富岡）に職業相談員（帰還者支援分）を配
置し、個々の求職者の状況に応じたきめ細かな就職支援を実施した。

・宮城、山形、新潟、埼玉、東京及び大阪労働局内の８所に設置された「福島就職
支援コーナー」において、帰還希望者に対して担当者制による帰還、就職支援を
行った。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑵ 復興に向けた帰還者・移住者の就

労支援の推進
ア 避難県民の帰還のための就労支

援の推進

（前項から続く）

（エ） 避難全世帯への地元情報の発信
・広報誌「ふくしまで働く」の発行を通じて、県内外の避難者全世帯に対し、福島県の

雇用情勢や就労支援事業等の情報発信を行って、県内への帰還及び就職の支援
を実施した。（年３回発行 夏号：７月 ５１，５００部 発行）

・宮城、山形、新潟、埼玉、東京及び大阪労働局内の８所に設置された「福島就職
支援コーナー」、県内のハローワーク及び移住支援センター等に、「被災１２市町村
の動き」を送付し、避難者等に情報提供を行った。（毎月）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑵ 復興に向けた帰還者・移住者の就

労支援の推進
ア 避難県民の帰還のための就労支

援の推進

労働行政の最重点施策
３ 東日本大震災からの復興支援
⑵ 復興に向けた帰還者・移住者の就

労支援の推進
イ 浜通り地域への移住者・定住者

の就労支援の推進

（オ） 被災地の人材確保のための公益社団法人福島相双復興推進機構（福島相双
復興官民合同チーム）等関係機関との連携

・公益社団法人福島相双復興推進機構をはじめ、公益財団法人福島イノベーショ
ン・コースト構想推進機構、福島県他関係機関と進出企業情報を共有する等の
連携を図っている。
なお、今年度も「被災地企業への雇用確保」等に係る定例会議を開催し、被災
地域に進出する企業等に係る効果的な人材確保に向けた対応についての協議、
連携を図ることとする。

・企業説明会等【再掲】
・避難全世帯への地元情報の発信【再掲】
・被災地の人材確保のための公益社団法人福島相双復興推進機構（福島相双復興
官民合同チーム）等関係機関との連携【再掲】

・先進的な誘致・進出企業への雇用確保を中核とした取組として、昨年度に引き続
き、公益社団法人福島相双復興推進機構、公益財団法人福島イノベーション・コー
スト構想推進機構の支援企業も含めた地元企業の採用担当者と高校進路指導教
諭等との情報交換会を開催することとしている。（２０社、９校・１２名）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策

⑴ 労働条件の確保・改善対策の推進
ア 基本的労働条件の確立

イ 未払賃金立替払の適切・迅速な
実施

・県内監督署において、管内の実情を踏まえた監督指導や集団指導を実施することによ
り、労働基準関係法令や基本的労働条件の遵守徹底及び労務管理体制の確立及び定
着を図っている。

〇監督指導の実施件数 689件（８月末現在）
〇集団指導の実施件数 59件（８月末現在）

・解雇、賃金不払等に関する労働者からの申告については、 236件受理し、監督指導等
の実施により対応している。（８月末現在）

・事業活動停止等により、賃金支払を受けることができなくなった労働者に対し、監督署
において、雇用契約先事業場の未払賃金立替払制度適用の認定、未払賃金額の確認
業務を適切・迅速に行うことにより、救済を行っている。

○認定申請 11件、うち７件認定（８月末現在）
○確認申請 24件、うち20件確認（８月末現在）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策

⑵ 最低賃金制度の適切な運営 ・ ７月４日に福島地方最低賃金審議会に福島県最低賃金の改正について諮問を行い
８月10日に同審議会から、福島県最低賃金８２８円（時間額）を３０円引き上げ８５８円に
改正すべきとの答申があり、それを踏まえて改正決定し、10月６日から発効された。

・ 改正された福島県最低賃金について、県・市町村、事業者団体、金融機関等へ周知・
広報の協力を依頼し、最低賃金の円滑な履行確保を図った。（９月～）

○ 計 ２，１６２件

・ 福島労働局最低賃金ＰＲ用キャラクター「サイちんＫｕｎ」を用いた周知等を行い、労働
者及び使用者はもとより一般者へも幅広い広報を行った。（９月～）

・ 最低賃金を引き上げやすい環境整備のための支援策「業務改善助成金」について、
事業者団体、社会保険労務士会等に事業主に対する周知について協力を依頼した。さ
らに、令和４年９月から拡充された改正内容について、同じく事業主団体、社会保険労務
士会等を出向いて丁寧な説明を行い、理解を求め、事業主への利用促進を図った。
〇令和4年度 通常コース申請件数（令和４年９月29日現在 33件）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策

⑶ 労働者の安全と健康確保対策の推
進
ア 第13次労働災害防止計画重点
業種の労働災害防止対策の推進

福島県内の労働災害発生状況

※「死傷者数」は休業４日以上
※死傷者数の（ ）内は新型コロナウイルス感染症のり患により被災した労働者の数

であり、内数

（ア） 建設業
・ ３月16日に発生した福島県沖を震源とする震度６強の地震について、福島県内の災
害防止団体及び建設関連業者で構成する各種団体（５５団体）に対し、文書により、災
害復旧工事の安全作業を徹底するよう要請した。（６月）

・ 安衛則の関連規定が令和４年１月２日から完全施行され、旧規格の安全帯が使用
できなくなったことを踏まえ、フルハーネス型墜落制止用器具の使用及び特別教育の実
施の徹底を図るよう重点的に指導等を実施している。（通年）

・ 県内建設工事関係者連絡会議を開催し、公共工事の発注機関等に対し、労働災害
防止対策について協力を要請した。（６月）

・ 国の地方合同庁舎建築工事現場（福島市）に対し、福島労働局長による建設現場
パトロールを実施し、墜落・転落災害防止対策や熱中症予防対策を重点に指導を実施
した。（７月）
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令和３年９月末 令和４年９月末 増減

死亡者数 14（１） 17（０） ＋３ （29.0%増）

死傷者数 1,730（260） 2,197（737） ＋467 （27.0%増）

令和２年 令和３年 増減

死亡者数 29 17 -12 （41.4%減）

死傷者数 2,001（94） 2,465（349） +464（23.2%増）



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策

⑶ 労働者の安全と健康確保対策の推
進
ア 第13次労働災害防止計画重点
業種の労働災害防止対策の推進

（前頁から続く）

・ 建設業の労働災害死傷者数の縮減を図るため、建設業労働災害防止協会福島県
支部が主催し、労働局及び県下労働基準監督署が後援する『福島県建設業ゼロ災宣
言運動２０２２』を展開して、建設業の労働災害死傷者数の縮減を図っている。（４年７月
～５年１月）

（イ） 製造業
重篤な機械災害（特に挟まれ・巻き込まれ災害や切れ・こすれ災害）を発生させた事

業場に対し、個別に指導を実施して、労働災害防止対策の推進を図った。

（ウ） 陸上貨物運送事業
・ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会福島県支部（陸災防）と連携し、荷台等から
の墜落転落災害を発生させた事業者に対して、安全管理士による荷役労働災害防止
対策コンサルティングを実施して、労働災害防止対策の推進を図る予定である。（10月）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策

⑶ 労働者の安全と健康確保対策の推
進
ア 第13次労働災害防止計画重点
業種の労働災害防止対策の推進

（前頁から続く）
・ 「荷役作業」における労働災害が全体の７割を占めており（「荷役作業安全ガイドライ

ン」による）、災害防止のためには荷主等事業場の協力が必要であることから、荷主等
事業場と陸運事業者との連携・協力促進協議会において荷主事業場における災害発
生状況について説明し、荷主等の理解と協力を求めることとしている。（１１月）

・ 「ロールボックスパレット（RBP)及びテールゲートリフター（TGL）等による荷役作業安
全講習会」において、RBP及びTGLによる労働災害防止対策等の説明を予定している。
（５年２月）

（エ） 林業
・ 県内４人にチェーンソー指導員を委嘱し、関係事業者及び関係労働者に対してチェー

ンソーを取り扱う労働者の振動障害の防止に係る知識の普及を図っている。 （年１６回
の指導を予定）

・ 監督署と森林管理署や県の林業事務所及び施工業者が合同で林業現場パトロール
を実施して林業労働災害の防止を図っている。（通年）

（オ） 第三次産業（小売業、社会福祉施設、飲食店）
・ 行動災害が増加傾向にある小売業及び介護施設についてSAFE協議会を設置し、
第１回の協議会を開催して、転倒及び腰痛等の行動災害を予防するための取組の
強化と自主的な安全衛生管理の定着を図った。（９月）

また、SAFE育成支援の育成支援対象企業を選定し、自主的な安全衛生管理のス
タートアップ支援も併せて行って、企業における自主的な安全衛生管理の導入を支援
することとしている。

・ 駅ビルやショッピングモールなど、小売店や飲食店が複数、密集して存在する施設に
ついて、施設管理者と連携を図り、各店舗の責任者が集まる会議等において、行動災
害に係る説明や啓発資料の配布を行うなど、行動災害予防の取組を実施することを予
定している。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策

⑶ 労働者の安全と健康確保対策の推
進
イ 転倒災害防止対策の推進

ウ 高齢者に係る労働災害防止対
策の推進

エ メンタルヘルス対策等の推進

・ 転倒災害を発生させた事業場に対し、「転倒災害の再発防止のための自主点検等報
告書」の提出を求め、災害の再発防止対策の取り組み状況を確認し、必要に応じて転
倒災害防止に係る指導を実施している。

・ 転倒災害が冬季に多発していることから、労働災害防止団体と連携して１０月から
「福島冬季転倒災害防止運動（転ばないでね！）（仮称）」を展開し、転倒災害防止対策
の推進を図ることとしている。

・ 高年齢労働者が安全に就労するための環境づくり等について定めた「エイジフ
レンドリーガイドライン」について、各種説明会等の機会を捉え、ガイドライン

に基づく取組を指導するとともに、「エイジフレンドリー補助金」による支援に
ついての周知も実施して、高齢者に係る労働災害防止対策の推進を図った。

・ 県内労働者50人以上の事業場において、メンタルヘルス対策について取組を行って
いない事業場、自主点検の実施要請に回答がなかった事業場に対して、メンタルヘル
ス対策の取組について個別に指導を実施して、メンタルヘルス対策等の推進を図ること
としている。

・事業場のメンタルヘルス対策を推進するため、福島産業保健推進総合支援センターが
実施するメンタルヘルス対策支援事業の利用勧奨を実施している。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策

⑶ 労働者の安全と健康確保対策の推
進
オ 治療と仕事の両立に取り組む企

業等の支援

カ 化学物質対策、石綿ばく露防止
対策の徹底

・ 治療と仕事の両立支援に係る取組を効果的に連携させ、両立支援の取組の推進を
図ることを目的として設置された、福島県、労使団体、福島県医師会、福島産業保健総
合支援センター及び医療機関等を構成員とする「福島県地域両立支援推進チーム」に
おいて、推進チーム連絡会議を開催し、両立支援の取組の連携を図った。（９月）
また、その推進チームにより、事業場の衛生管理者や人事労務担当者を対象とした

両立支援セミナーを開催した。（９月）

・ 「溶接ヒューム」が特定化学物質（第２類物質）に追加され、令和３年４月から施行・適
用されたことについて、金属製品製造業や建設業等の、金属アーク溶接作業を行って
いる事業者等に対し、各種説明会等の機会を捉えて、周知・啓発を実施して、溶接
ヒュームによる健康障害防止について周知を図った。

・ 金属アーク溶接作業における呼吸用保護具に関するフィットテストが令和５年４月から
義務付けられることを踏まえ、事業場からフィットテスト業務を受託する可能性がある、
作業環境測定機関及び特殊健康診断実施機関に対し、「フィットテスト測定機購入補助
金」の利用勧奨を実施した。（６月）

・ 石綿解体工事等において提出される計画届や作業届の内容を審査し、実地調査を実
施すること等により、石綿健康障害予防対策について指導等を実施した。

○令和４年度 計画届受理件数 47件（９月末現在）

・ 令和２年７月に改正された石綿障害予防規則（工事開始前の石綿の調査や監督署へ
の届出等）について、各監督署において５か年計画を作成し、当該計画に基づき、建設
業の許可事業者及び解体業の登録業者に対する自主点検及び集団指導を実施して、
効果的な周知・指導を行っている。

・ 国交省及び環境省と連携して再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止合同
パ トロールを実施し、石綿ばく露防止対策の徹底について指導を実施した。（６月）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
１ 労働基準担当部署の重点施策

⑷ 労災補償対策の推進
ア 迅速・公正な事務処理

イ 相談者等への懇切・丁寧な対応
等

ウ 廃炉作業や除染等業務の従事
者への労災保険制度の周知等
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・局と各監督署において、定期的に複雑困難事案等に関する事案検討会を開催して処
理方針について確認を行うとともに、管理者による進行管理等を徹底し、迅速・公正な
事務処理の実施に努めている。

また、過労死等事案については、監督・安全担当部署と連携して調査を行い、効率的・
適正な労災認定に努めている。

〇令和4年度労災請求件数 脳心事案８件 精神事案11件 石綿事案７件(8月末現在）
〇令和4年度労災決定件数 脳心事案５件 精神事案６件 石綿事案４件(8月末現在）

・局において全署分の療養補償給付請求書の受付入力と一次審査を集中して実施
するなど労災補償業務の効率化を図るとともに、非常勤職員等の人材育成のため
の研修・業務支援の実施等にも積極的に取り組んでいる。

・相談者等へは、請求できると思われる各種保険給付について漏れのないよう懇切・
丁寧な説明を行っている。

また、請求書受付後約３か月を経過した事案については、請求人に対して処理状
況を説明する等、懇切・丁寧な対応を行っている。

・東日本大震災後に発生した東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業に伴う、
電離放射線被ばくを理由とする労災請求に対しては、本省及び局署の連携を密にし
て対応している。

また、当該業務に従事する労働者に対しては、東京電力株式会社が実施する原子
力発電所への新規入場者説明会時に、リーフレット「放射線被ばくによる疾病につい
ての労災保険制度のお知らせ」の配布を依頼し、制度の周知を図っている。



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策

⑴ 成長と雇用の好循環の実現に向け
た円滑な職業紹介業務の運営による
就職支援
ア ハローワークのマッチング機能に
関する業務の評価・改善の取組

（ア） 主要指標
主要指標は、ハローワークのマッチング機能に関する業務のうち、特に中核業務

の成果を測定する評価指標であり、当該業務の成果向上のため、①求職者担当者
制を中心とした個別支援の強化、②積極的なマッチングによる求人情報の提供、③
求人担当者制によるマッチングからフォローアップまでの一貫した支援等を実施し
た。

なお、令和４年度は、「就職件数」「充足件数」の集計を「常用」から「一般」に変更
した。

（注）「常用」とは、雇用期間の定めがないか又は４か月以上の雇用期間が定められているもの。

「一般」とは、「日雇」（日々雇用の仕事及び１か月未満の雇用期間が定められたもの）を除くもの。

また、「補助指標」は、「紹介率」を廃止し「満足度（求職者・求人者）」とした。
【実績】
〇就職件数

年間目標値 27,884件 （前年度（常用） 25,721件）
４～８月の実績 10,976件（進捗率39.4％） （前年同期（一般） 11,415件）

〇充足件数
年間目標値 26,977件 （前年度（常用） 24,629件）
４～８月の実績 10,493件（進捗率38.9％） （前年同期（一般） 11,049件）

〇雇用保険受給者の早期再就職件数
年間目標値 7,353件 （前年度 6,605件）
４～7月の実績 2,514件（進捗率34.2％） （前年同期 2,785件）

（イ） 補助指標
補助指標は、ハローワークのマッチング機能に関する業務の質の向上を図るも

のであり、求職者及び求人者に対する「ハローワーク利用者満足度アンケート」調
査を実施し、サービスの不十分な点や利用者のご意見等をサービス改善につなげ
る。

〇目標 求職者利用満足度 90.0％
求人者利用満足度 90.0％

○アンケート調査期間 令和4年10月17日～1か月程度 44

ハローワークにおける職業相談・紹介

ハローワーク職業相談窓口



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策

⑴ 成長と雇用の好循環の実現に向け
た円滑な職業紹介業務の運営による
就職支援
イ ハローワークシステムの刷新を踏

まえた職業紹介の充実・強化

（ア） システム刷新による機能強化
システム刷新第３弾（令和４年３月）により、ハローワークインターネットサービス及

びハローワークシステムの機能強化（オンライン求職情報公開、求人者マイページか
ら求職者への「直接リクエスト」等）が図られ、自ら求人・求職活動を行う利用者の利
便性が向上した。

（イ） マイページ利用の促進によるハローワーク利用者の拡大
マイページの開設により、求職者は求人検索条件の保存やオンライン自主応募、

ハローワークオンライン紹介、求人者は求人申込や採否結果通知、求職者への「直
接リクエスト」など、利用者のパソコンやスマートフォン等で操作が行えるようになる
ため、ハローワーク窓口や各種会議等でマイページ開設の利用案内やリーフレット
の配付、労働局ホームページへの掲載等により利用方法の周知を図った。
○マイページ登録利用状況（令和４年９月末現在）

求人者マイページ 25.43％ （全国 20.83％）
求職者マイページ 23.51％ （全国 15.17％）

（ウ） 求職者への就職支援の更なる強化と求人者支援の充実
オンラインサービスの充実を図ってもなお、ハローワークに来所する求職者に対し

て、必要な支援を十分に提供していけるよう、求職者担当者制の積極的な実施や
キャリアコンサルティング等の課題解決サービスの徹底等の求職者支援の強化と、
オンラインで求人を申し込む求人者への求人票作成支援等の充実を図っている。
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若年者（フリーター等）を対象としたグループワーク
（課題解決型支援サービスの実施）



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策

⑴ 成長と雇用の好循環の実現に向け
た職業紹介業務の運営による就職支
援
ウ 公正な採用選考システムの確立

エ 雇用保険制度の安定的運営

（ア） 事業主に対する公正な採用選考システムの周知・啓発
高卒求人受理開始前（５月）に、各ハローワークで実施した「新規学卒者求人受理

説明会」の機会を捉え、参加企業1,123社に対し公正な採用選考及び適正な応募用
紙による選考の周知・啓発を行った。

（イ） 労働局ホームページへの資料掲載による周知・啓発
労働局ホームページに公正採用選考関係制度に関する資料と解説動画を掲載する

ことにより、事業主や求職者等に対する周知・啓発を行った。

（ウ） 事業主を対象とした「公正採用選考人権啓発推進員研修会」の開催（年２会場）
○実績（令和4年９月末時点）

令和４年９月12日にハローワーク相双にて25事業所を参集し開催
令和４年12月８日にはハローワーク郡山にて開催予定

（ア） 雇用保険各種手続の電子申請率向上に向けた取組
電子申請利用促進を図るため、労働局ホームページに特設サイトを設けて周知・

広報を行い、また、職員や電子申請アドバイザーによる事業所訪問を積極的に実施
し電子申請の利用勧奨を行った。

○実績（令和4年8月末時点）
雇用保険電子申請率 54.8％ （令和3年8月末時点 49.3％）

（イ） 雇用保険受給者の早期再就職支援の取組
雇用保険受給者の早期再就職支援のため、再就職支援セミナーの受講勧奨、就

職支援ナビゲーターによる担当者制の個別支援、再就職手当試算表の配付による
早期再就職への意欲喚起等の取組を実施した。

○実績（令和4年度7月末現在の累計値）
早期再就職件数 2,514件 （前年同期 2,785件）
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R4.9.12 ハローワーク相双主催

「公正採用選考人権啓発推進員研修会」



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑵ 雇用吸収力の高い分野への再就職

支援の推進
ア 業種・地域・職種を超えた再就職

等の促進

（ア） 就職支援ナビゲーターによる業種を超えた就職支援
雇用保険受給者や 業種間・職種間移動による再就職を希望する者等に対する

早期就職支援コーナーをハローワーク福島・いわき・小名浜・会津若松・郡山に
設置し、就職支援ナビゲーターによるキャリアコンサルティングや課題解決サービス
を通じて再就職支援を実施した。

○ 令和４年度（第1・四半期）の実績
支援対象者 386人（前年同期 466人）
就職件数 361人（前年同期 390人）

（イ） 求人確保と求人充足サービスの充実
各ハローワークでは求人・求職の動向等を分析するとともに、求職者のニーズの

高い職種・業種等に重点を置いた求人開拓を実施した。
また、求人の質の向上に向け、求人票の記載事項が詳細なものとなり、求職者に

とってよりきめ細かな情報に基づき求人への応募を検討できるよう、求人情報の充
実を図るとともに、求人条件緩和の助言・指導を積極的に実施した。

（ウ） 失業なき労働移動の実現
ハローワークの窓口において事業主から相談があった際には、労働移動支援助

成金の 活用等を説明し、また、公益財団法人産業雇用安定センターを案内すること
により当該センターと連携しながら再就職等を支援している。

○ 支給決定件数
令和３年度 39件
令和４年度（９月末現在） 3件
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求人条件の緩和指導を行った結果、条件
（賃金や休日等）がＵＰした求人票を掲示



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑵ 雇用吸収力の高い分野への再就職

支援の推進
イ 医療、介護、福祉、保育等分野へ

の就職支援

（ア） 「人材確保対策コーナー」の設置
福祉・建設・警備・運輸分野等の人手不足が顕著な職種の人材確保支援の専門窓

口をハローワーク郡山（H29）、福島（H30）、いわき（H31）、会津若松（R03）に設置して
いる。

○ 令和４年度（第1・四半期）の実績
・求人者支援実績

支援対象求人数 4,639人 （前年同期2,814人）
充足数 362人 （前年同期 323人）

・求職者支援実績
新規支援対象者 589人 （前年同期672人）
就職件数 330人 （前年同期318人）

（イ） 見学会、面接会、説明会等の開催
人材確保対策として、人材不足分野の業界との連携強化に重点を置きながら、以

下の見学会、面接会、説明会等のマッチングイベント等を実施した。また、マッチング
イベントでは、人材不足分野の実態や魅力等を発信することにより潜在求職者の開
拓・求職者への応募勧奨等に取り組んだ。

なお、未充足求人に対する条件緩和・仕事内容欄の充実等の提案を行うなどの
フォローアップを行った。

【マッチングイベント例（４～８月実績）】
○ハローワーク福島
＊介護関係セミナー（開催 ５回 参加者 54名）
＊介護関係職場見学会（開催 ７回 参加者 11名）
＊運輸関係職場見学会（開催 ２回 参加者 12名）
＊建設関係職場見学会（開催 １回 参加者 ４名）
＊介護関係職場説明会（開催 ５回 参加者 85名）
＊警備関係職場説明会（開催 １回 参加者 21名）
＊建設関係職場説明会（開催 ２回 参加者 18名）
＊運輸関係職場説明会（開催 ２回 参加者 19名）

○ハローワークいわき
＊介護関係職場説明会（開催 １回 参加者 １４名）
＊警備関係職場説明会（開催 １回 参加者 １４名） 48

ハローワーク主催のバスツアー型職場見学会



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑵ 雇用吸収力の高い分野への再就職

支援の推進
イ 医療、介護、福祉、保育等分野へ

の就職支援

（前頁から続く）
＊運輸関係職場説明会（開催 １回 参加者 １１名）
＊製造業職場説明会（開催 １回 参加者 １５名）

○ ハローワーク会津若松
＊警備関係会社説明会及び面接会（開催 １回 参加者数 ９名）
＊建設関係会社ミニ面接会（開催 ２回 参加者数 ６名）
＊医療・介護関係会社説明会及び面接会（開催 ２回 参加者数 ３１名）
＊医療・介護ツアー型職場見学会及び体験会（開催 １回 参加者数 ７名）
＊医療・介護・保育・警備合同就職面接会（開催 １回 参加者数 ３４名）

○ ハローワーク郡山
＊介護見学会 開催：１回 参加者数：３名
＊看護見学会 開催：３回 参加者数：１６名
＊保育見学会 開催：１回 参加者数：３名
＊運輸説明会（ミニ面接会） 開催：２回 参加者数：３３名
＊警備説明会（ミニ面接会） 開催・１回 参加者数：１８名

（ウ）各関係機関との連携等
a  人材確保対策推進協議会の開催（令和４年７月12日）

地方自治体・関係機関・団体等の人材確保に係るネットワークの構築と情報共有、具
体的施策実施の連携を図った。
b 福島県福祉人材センターとの連携
・「福島県福祉人材センター」ホームページ特設サイトにて、参加法人の紹介をオンライ
ン上で先行して行い（７／１～７／31）、下記２会場で参加法人と求職者等が直接対面
する「福祉の職場 合同就職説明会」を開催し、福祉施設等における人材確保の推進を
図った。

【実績】
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一般 学生 参加者計

7/6福島会場
（31法人参加）

４３ ９ ５２

7/9福島会場
（41法人参加）

３７ ３３ ７０

ハローワーク主催のミニ面接会



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑵ 雇用吸収力の高い分野への再就職

支援の推進
イ 医療、介護、福祉、保育等分野へ

の就職支援

（前頁から続く）

・各ハローワークにおいて「福祉の仕事就労支援セミナー及び相談会」を開催し、福祉関
係の仕事を希望する求職者へ就職支援を行った。

〇令和４年８月末現在
開催回数45回（前年同期42回）
セミナー参加者306人（前年同期255人）
相談会参加者70人（前年同期84人）

c 福島県ナースセンターとの連携
・人材確保対策コーナー（福島所・いわき所・会津若松所・郡山所に設置）において、ナー
スセンターの求職・求人情報を共有し、就職支援を実施した。

〇令和４年６月末現在
新規支援対象求職者数73人（前年同期49人）
就職件数24件（前年同期16件）
新規支援対象求人件数313件（前年同期205件）
充足件数29件（前年同期13件）

・各ハローワークにおいて、福島県ナースセンターによる巡回相談を実施し、看護師等の
就職を希望する求職者へ就職支援を行った。

〇令和４年８月末現在
開催数 37回（前年同期32回）
参加者数130人（前年同期81人）

d 各種会議への出席
以下の会議への出席により、関係機関とのネットワークを構築し、相互の施策に対する

理解促進、情報や課題の共有を図った。
・令和４年６月９日 「福島県ナースセンター・ハローワーク連携事業連絡調整会議」
・令和４年８月26日「福島県ナースセンター事業運営委員会」
・令和４年８月25日「令和４年度第１回保育人材対策連絡会」
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福島県福祉人材センターのハローワーク出張相談会



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑶ 就職氷河期世代活躍支援

ア ハローワークの専門窓口におけ
る専門担当者のチーム制による就
職相談、職業紹介、職場定着までの
一貫した伴走型支援

イ 就職氷河期世代の失業者等を正
社員で雇い入れる企業への助成金
等の活用

（ア） ハローワーク専門窓口におけるチーム支援
ハローワーク福島（R2.4.1）、ハローワーク郡山（R3.3.1）に専門窓口（ミドルエール

コーナー）を設置し、キャリアコンサルティング・生活設計・求人開拓等、それぞれの
専門担当者がチームを結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実施した。
○ 令和４年８月までの実績
チーム支援対象者数 72人 正社員就職者数 28人（前年同期： 95人 36人）
セミナー開催数 25回 参加人数 122人 （前年同期： 19回 81人）
面接会開催数 ５回 参加人数 23人 （前年同期： ５回 21人）

（ア） 特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定実現コース）及びトライアル雇
用助成金にかかる周知・広報及び活用促進

各ハローワークの求人部門において、就職氷河期世代向けの求人開拓の際に、当該
助成金のリーフレットを活用して、周知を図っている。

相談部門においては、紹介時に求人事業所に対し、助成金の利用を促すことによって、
就職氷河期世代の支援に取り組んでいる。

なお、当該助成金を含む就職氷河期世代支援策を案内した資料について、「ふくしまプ
ラットフォーム」（令和４年６月２日開催）で配付し、また、県内市町村あてにも同様の資料
について送付する等して周知及び活用促進を図っている。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑶ 就職氷河期世代活躍支援プランの

実施
ウ 地域若者サポートステーションを
通じた継続的な支援

エ 短期間で取得できた安定就労に
有効な資格等の取得支援

（ア） キャリアコンサルタント等による支援等
就職氷河期世代のうち無業状態の者の就職等を支援するため、県内４ヵ所の地域

若者サポートステーションにおいて、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、
福祉機関等との連携による出張相談、ＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴとの組み合わせによる職場
体験プログラム、オンラインによる相談支援を実施した。

また、事業の支援対象年齢が４９歳までに拡大していることを踏まえ、ハローワー
クに設置されている就職氷河期世代専門窓口との連絡会議を定期的に開催する等
連携体制を構築している。

○事業実施状況
進路決定者数 年間目標数 250人

実績数（8月末現在） 128人
（進捗率 51.2％、前年同期比 ＋52.4％増）

（ア） 短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の取得支援
・ 大型１種自動車運転免許（トラック）については、公益社団法人全日本トラック協
会（全国）へ委託し、１ヵ月～１．５ヵ月の訓練を周知した。
・ 普通２種自動車運転免許（タクシー）については、一般社団法人全国ハイヤー・タ
クシー連合会に委託し、約８日間～２週間の訓練を周知した。
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若者サポートステーションのハローワーク出張セミナー



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑶ 就職氷河期世代活躍支援プランの

実施
オ 就職氷河期世代の活躍支援の
ための都道府県プラットフォームを
活用した支援

（ア） 就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームの設置・運営
令和４年度第１回ふくしまプラットフォームを開催（６月２日開催）し、令和３年度に

おける事業の進捗状況と令和４年度事業計画を策定した。

【目標値（KPI）の進捗状況（令和４年度）】
３類型の方の正社員就職や多様な社会参加の実現に向けた目標値

○ 不安定な就労状態にある者（フリーター等）
【目標】 正規雇用者数 1,863人 8月末現在 777人（前年同期 756人）

○ 長期にわたって無業の状態にある方（ニート等）
【目標】 福島県地域サポートステーションによる進路決定者数

250人 8月末現在 128人（前年同期 84人）

○ 社会参加に向けた支援を必要とする方（ひきこもりの状態にある方）
【目標】 地域単位でのプラットフォームを県内全域に設置

令和３年度中に県内６地域に設置
※ 参考

令和４年度の地域プラットフォーム会議の開催状況
会津（７月５日）、県北（７月８日）、いわき（７月15日）、
相双（７月28日）、県南（９月27日）、県中（９月28日）、
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R4.9.28開催「就職氷河期世代活躍支援県中地域ＰＦ」



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策

⑷ 新規学校卒業者の就職支援
ア 新規高卒者等に対する就職支援

（ア） 福島県及び各機関と連携した就職支援
福島県雇用対策協定（平成28年３月締結）に基づき、若年者の雇用対策について、

下記支援事業を福島県と連携し実施した。
ａ 福島県高等学校就職問題検討会議

３月24日開催の福島県高等学校就職問題検討会議にて、今年度の応募・推薦
方法等について申合せを策定した。

ｂ 福島県新規高等学校就職促進対策会議
４月28日開催の福島県新規高卒者就職促進対策会議において策定された就職

サポートプログラム及び早期離職防止策に基づき、各種支援策を実施した。

ｃ 求人確保要請
５月24日及び30日に、県知事・労働局長・教育長による求人確保要請を主要経

済団体（５団体）へ実施した。

（イ） 高校生向け企業説明会の開催
採用選考前の支援として、７月に計８回、福島・郡山の新卒応援ハローワーク及び

ハローワーク二本松において高校生向け企業説明会を開催し、参加企業93社に対し、
のべ864名の高校生が参加 した。

（ウ） 積極的な求人確保の推進
各地域において、ハローワーク所長と市長等による求人確保要請を県内40の経済

団体、事業主団体等へ実施するとともに、今年度求人が未提出の事業所を中心に、
電話や訪問による求人開拓を実施した。

（エ） 「学卒応援新型コロナ対策プラン」の実施
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、例年にない就職活動を余儀なくさ

れている生徒に対し、手厚い支援を行うため、労働局からハローワークに向けて就職
面接会や企業説明会などのプランを提示し、学生への支援を強化している。

54

副知事・労働局長・教育長による求人確保要請

各地域のハローワーク所長による求人確保要請



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策

⑷ 新規学校卒業者の就職支援
イ 新規大卒者等に対する就職支援 （ア） 各大学等との連携（６月末現在）

○学生との相談を目的とした各大学等への訪問：38回（前年同期：44回）
相談件数：399件（前年同期：365件）

○各大学等において実施した就職支援セミナー等：24回（前年同期：12回）
参加人数：486人（前年同期：530人）

（イ） 大卒等就職面接会の開催
○労働局開催（２回、開催日：7/14、15）

参加企業：203社、参加学生等：212名
○委託事業開催（３回、開催日：7/26、8/19、9/17）

参加企業：50社 参加学生等：17名

（ウ） 就職支援ナビゲーターによる新卒・既卒者等への支援（８月末現在）
○就職支援ナビゲーターによる令和５年３月新規学卒者との相談件数：1,461件

（前年同期：1,841件）
○就職支援ナビゲーターによる既卒者等との相談件数：2,346件

（前年同期：2,007件）

（エ） 「学卒応援新型コロナ対策プラン」の実施（再掲）
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、例年にない就職活動を余儀なくさ

れている生徒に対し、手厚い支援を行うため、労働局からハローワークに向けて就職
面接会や企業説明会などのプランを提示し、学生への支援を強化している。

55ハローワーク主催の就職面接会

R4.7.14、15開催 大卒等就職面接会



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑸ 高齢者の就労・社会参加の促進

ア ７０歳までの就業機会確保等に向
けた環境整備や高年齢労働者の処
遇改善を行う企業への支援

イ 生涯現役支援窓口における高年
齢求職者に重点を置いた就職支援

ウ シルバー人材センター等の地域
における多様な就業機会の確保

・ 労働局及びハローワークが実施する説明会や各種会合等において、令和３年４月１
日より施行された改正高年齢者雇用安定法に基づく７０歳までの高年齢者就業確保措
置に関する周知に努めた。さらに、当該措置を導入するに当たり、ハローワーク等に相
談のあった事業所については、制度設計上の留意点や手続きなどに係る詳細な説明を
行った。

また、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構（以下「機構」という。）と連携しながら、
機構の６５歳超雇用推進プランナー、高年齢者雇用アドバイザーによる相談サービス等
について、県内企業約４千社に案内チラシを配付するなどの取組を実施して、６５歳を超
える定年引き上げや継続雇用制度の導入等を行う事業所への効果的な支援を図った。

・ ハローワーク福島・いわき・会津若松・郡山・白河に「生涯現役支援窓口」を設置し、生
涯設計就労プランの策定や高年齢者求人一覧表の提供などを通じて、６５歳以上の高
年齢求職者に重点を置いた就職支援を実施し、以下の実績を計上した。

【６５歳以上の就職支援状況（「生涯現役支援窓口」５箇所の合計）】
（令和４年４月～８月までの実績）
１ 就職目標件数(年間) 527件 （前年同期 491件）
２ 支援対象者数 350人 （前年同期 273人）
３ 就職件数 306件 （前年同期 242件）
４ 目標進捗率 58.1.％ （前年同期 49.3％）

・ ハローワーク福島・いわき・会津若松・郡山・白河において、管内の市町村シルバー人
材センターとの連携を推進する取組として、定期的に連絡会議を開催し、相互が有する
情報の共有、高齢者就業の課題等を協議することなどによって、地域の高齢者の
ニーズ等を踏まえた就業機会の促進を図っている。

また、各ハローワークの高齢者相談窓口においては、求職者の就労ニーズに応じて、
シルバー人材センターへの誘導はもとより、当該センターが実施する各種技能講習へ
の参加あっせん等を通じて、職域の拡大に努めた。 56
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「シニア就職支援セミナー」



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策

⑹ 障害者雇用対策の推進
ア 公務部門における障害者の雇用
促進・定着支援

（ア）職場適応支援者の派遣
県内の国家、地方行政機関において採用された障害者の職場定着を図るため、

「職場適応支援者（令和２年４月に職業対策課、令和３年４月にハローワーク郡山に
配置）」を、支援が必要な障害者が在籍する公的機関に派遣、２年度より県内の複数
機関において定着支援を実施し、成果を上げている。

【令和４年度上期の実績】
◯支援開始者数 ８人
◯支援対象者総数 国の機関 ５人

県及び市町の機 １０人
◯令和４年度９月末支援者数 １４人（国5人、県市町9人）

（イ）国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員資格認定講習の開催
令和２年度より、局主催による「国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談員

認定講習」を開催しており、各科目における有識者を講師に招き（精神科医師、大学
教授等）、 参加者に対して専門的な知識を身につけるための講義を実施している。

講習開催日 第１回 令和４年７月20日（火）～７月21日（水）（23名受講）
第２回 令和４年12月５日（月）～12月６日（火）（予定）

（ウ）精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（公務部門）の開催
公的機関において精神障害者とともに働く職員を対象とした「精神・発達障害者しご

とサポーター養成講座（公務部門）」を令和４年11月～12月に２回開催予定となってい
る。

（エ）障害者雇用率未達成機関に対する雇用指導
令和３年６月１日時点の任免状況通報書により把握した障害者雇用率未達成の機

関に対して、未達成機関ゼロに向け、各管轄ハローワークより適宜指導を行っている。
◯令和３年６月１日時点の障害者雇用率未達成機関数 ４２機関

うち各ハローワークが指導を行ったことによる達成機関数 ７機関

57



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策

⑹ 障害者雇用対策の推進
イ 中小企業をはじめとした障害者の

雇入れ支援等の強化

ウ 多様な障害特性に対応した就労
支援の強化

・ 雇用率未達成企業の中から、「障害者雇用ゼロ企業」や「多数不足企業」を「重点指導
企業」として抽出し、集中的に指導する取組「指導にGO！」を今年度も継続実施すると
ともに、雇用率未達成企業に対して、障害者就業支援関係機関とハローワークが密接
に連携して行う「企業向けチーム支援」を実施し、事業主に対し障害者雇用についての
丁寧な説明から、雇用後の職場定着支援まで一連の支援をきめ細やかに行っている。

また、令和３年７月から郡山所に配置となった「精神障害者雇用トータルサポーター
（企業支援分）」が、上記雇用義務対象企業に対して、精神障害者等の雇用についての
意識啓発、雇用に当たっての課題解決や不安解消のための助言、各種支援メニューの
活用の提案を行うことによって、企業の精神障害者等に対する偏見を払拭、理解を促し
雇用の促進・拡大を図っている。

（ア）精神障害者・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催
◯上半期開催
福島所 令和４年６月28日 コラッセふくしま（小会議室）

令和４年７月26日 コラッセふくしま（401会議室）
いわき所 令和４年７月20日 いわき産業創造館（企画展示ホール）
郡山所 令和４年７月21日 郡山市労働福祉会館（中ホール）

（イ）難病患者就職サポーターによる就職支援
難病患者就職サポーターをハローワーク福島に配置、窓口だけでなく幅広い地域へ

の出張相談に対応できるよう体制を整えている。

（ウ）「就労パスポート」の普及促進
企業側と障害者特性などの情報を共有するツール「就労パスポート」について養成

講座、講習等で周知を図り、職場定着の向上を図っている。

（エ）障害者就職面接会、ミニ面接会・リモート面接会の開催
10月を「障害者雇用促進月間」と位置づけ、10～11月に県内全ハローワークにおい

て、就職面接会を開催する。
福島所、いわき所、会津若松所、郡山所は集合対面式、
白河所、須賀川所、相双所、二本松所はミニ面接会又はリモート面接会を開催し、

障害者雇用の促進を図っている。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策

⑺ 外国人及び配慮を必要とする者に
対する支援
ア 外国人労働者の適正な雇用管理

に関する助言・援助等の実施、外国
人労働者の雇用管理改善に取り組
む企業への支援

イ 外国人求職者等に対する就職支
援

（ア）雇用管理指導の実施
６月の「外国人労働者問題啓発月間」に、集中的な事業所訪問を実施した他、外国人

雇用のルール遵守について、県内の経済団体等に対して、訪問及び郵送により啓発を
行った。また、福島労働局ホームページや県内の労働基準監督署、ハローワークにお
いてポスター等の掲示による周知・啓発活動を行った。
〇外国人雇用事業主指導等の実施結果52件（令和４年８月末現在）

（前年同期69件）

（イ）相談体制の確保
各ハローワークの雇用指導官の他、労働局に外国人雇用管理アドバイザーを２名配

置し、外国人雇用事業主への相談体制の確保を図った。

（ア）ハローワークにおける多言語相談支援の実施
・ハローワーク郡山の外国人雇用サービスコーナーに通訳員を継続して配置し、外国人

労働者の職業相談支援を行った。
・通訳員未配置所においては、多言語コンタクトセンターを活用した相談を実施した。
・多言語翻訳機（ポケトーク）を令和２年３月より出張所を除くハローワーク（８か所）に配
置、さらに、令和４年７月に出張所（１か所）に追加で配置し、多言語化する外国人求職
者の職業相談に活用した。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策

⑺ 外国人及び配慮を必要とする者に
対する支援
ウ 生活保護受給者等対策の推進

（ア）生活保護受給者等の就労支援
a 生活保護受給者等就労自立促進事業

生活保護受給者等就労自立促進事業により、地方自治体と連携のうえ、生活困窮者を
含む生活保護受給者等に対して、ハローワークの就職支援ナビゲーターにより担当者制
の就労支援を行った。

b 生活保護受給者等就労自立促進事業担当者研修会議の開催
５月12日に「生活保護受給者等就労自立促進事業担当者研修会議」を開催し、令和３

年度の事業結果と令和４年度の目標値について共有を図った。

c 福島県生活保護受給者等就労自立促進事業協議会の開催
５月26日に「福島県生活保護受給者等就労自立促進事業協議会」を開催し、令和４年

度の事業実施計画等について、国・県・県社会福祉協議会による協議を実施した。

〇事業実施状況（令和４年８月末現在）
支援対象者（年間目標） 1,160人

（８月末現在） 678人（進捗率58.4％）（前年同期723人）
就職者数（年間目標） 788人

（８月末現在） 524人（進捗率66.5％）（前年同期552人）

60

郡山市の市庁舎内にハローワークの常設窓口を設置
(平成25年10月1日～)



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策

⑺ 外国人及び配慮を必要とする者に
対する支援
エ がん患者等長期療養者支援 （ア） 長期療養者への就職支援

がん患者の５年後の生存率が60％以上まで向上している状況の中、がん・肝炎・糖
尿病等の疾病により、長期にわたる治療等を受けながら生きがいや生活の安定のた
めに就職を希望する者（長期療養者）に対する就職支援の推進を図っている。

（イ） 専門相談員の配置
県内では平成28年度からハローワーク福島、平成31年度からハローワーク郡山に

専門相談員（就職支援ナビゲーター）を配置し、がん診療連携拠点病院等（福島所：福
島県立医科大学附属病院、郡山所：坪井病院・太田西ノ内病院）と連携したがん患者
等（長期療養者）に対する就職支援事業を実施している。

（ウ） 主な就職支援等
＊病院等への出張相談（福島：毎週水曜日、郡山：第１・２木曜日）
＊個々の長期療養者の希望や治療状況等を踏まえた職業相談や職業紹介
＊長期療養者の希望する労働条件に応じた求人開拓、求人条件緩和指導
＊就職後の職場定着支援
＊連携先拠点病院等と連携した事業主向けセミナーの開催 等

○令和４年度（第１・四半期）までの実績（福島・郡山）
相談件数 200件（前年度 162件）
紹介件数 39件（前年度 36件）
就職件数 21件（前年度 17件）
※疾患別就職件数

・がん等悪性 10件（前年度 8件）
・肝炎等の肝疾患 0件（前年度 0件）
・糖尿病 4件（前年度 3件）
・その他 7件（前年度 6件）
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑻ 地域雇用対策の推進 （ア） 福島労働局と県内自治体との雇用対策協定締結による連携

雇用対策協定は、福島県、いわき市、郡山市、南相馬市、伊達市、会津若松市、
福島市、須賀川市、白河市、二本松市と締結し、地域の実情に応じた各種雇用対策
を連携して実施している。

令和４年度上期において、雇用対策協定にかかる運営協議会を開催し、令和４年
度に重点的に取り組む課題や目標を確認した。

○令和４年度雇用対策協定運営協議会実施状況
二本松市 ４月18日
須賀川市 ４月18日
白河市 ４月25日
福島県 ４月27日
福島市 ５月９日
伊達市 ５月９日
郡山市 ５月11日
いわき市 ５月13日
南相馬市 ５月18日
会津若松市 ５月20日

62



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑼ 労働力需給調整事業の適正な運

営の推進
ア 労働者派遣事業の適正な運営

（ア） 改正労働者派遣法の周知等
・ 平成30年労働者派遣法の改正に係る派遣労働者の同一労働同一賃金（令和

２年４月１日施行）については、定期指導等において重点的に指導監督を実施し、
派遣労働者の待遇の見直しを図るため、派遣元・派遣先に対し「自主点検表」の活
用等について周知し、派遣元・派遣先の制度理解の促進を図った。

・ 「事業報告書」（派遣元に毎年６月１日時点の報告を求めている）に添付される「労
使協定」について、法違反の有無を点検し、派遣元に対し指導監督を実施した。

・ 集団指導としての「労働者派遣事業、職業紹介事業適正化セミナー」は、例年10
月以降に県内5地域（福島市、いわき市、会津若松市、郡山市、南相馬市）で実施
しているが、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、今年度より、オン
ラインによる開催を予定し準備を進めている。

（イ） 労働者派遣契約の中途解除等に係る派遣労働者の雇用の安定
・ 昨年度実施した「新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に

関する要請」を踏まえ、今年度においては、派遣元や派遣先に対する指導監督の際
に、中途解除及び契約不更新の有無、更新の見込み等を確認し、あわせて雇用の
維持を要請している。

・ 有期雇用派遣労働者に対する中途解除及び契約不更新の情報があった場合に
は、速やかに実態を確認し、派遣労働者の雇用維持について指導監督を実施する
こととしている。

（ウ） 違法派遣の防止
・ 偽装請負については、派遣元・派遣先に対する定期指導の際に、「労働者派遣・

請負を適正に行うためのガイド」を配布し適正な請負の実施について指導した他、
あらゆる機会を通じて情報の把握に努め、違法派遣等の事案に対し迅速かつ的確
に対応することで違法状態の解消を図ることとしている。また、派遣事業を廃止した
事業者等に対しても、偽装請負や無許可派遣を行っていないか等について事業所
を訪問して確認した。
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行政運営方針 上半期の主な取組

イ 職業紹介事業の適正な運営 （ア） 改正職業安定法の周知等
令和４年10月１日施行の職業安定法の改正については、求人メディア等の募集情

報等提供事業者等に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置義務、
個人情報保護、苦情処理体制の整備等の義務、特定募集情報提供事業者の届出義
務等について周知し、求職者が安心して求職活動ができる環境の整備の促進を
図った。今後は改善命令等の指導監督が可能となるため、必要に応じ指導監督を実
施することとしている。

（イ） 定期指導等の実施
平成29年職業安定法改正（求人不受理等）、令和３年４月１日からの「就職お祝い

金」による求職申込の勧奨禁止等を遵守した事業運営を重点的に指導し、適正な制
度理解の促進を図った。

（ウ） 職業紹介事業者を利用する外国人留学生等への注意喚起等について
外国人留学生等を対象に有料の就職支援サービスを提供する事案については、

職業紹介行為と一体となって行われる場合、職業安定法第32条の３（手数料）第２項
違反となる可能性があるため、相談窓口（需給調整事業室）を周知するためのリーフ
レットを、管内の大学等38機関に送付し、外国人留学生等への注意喚起を図った。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑽ 公的職業訓練の推進及び職業能

力開発への支援
ア 地域のニーズを踏まえた公的職

業訓練（ハロートレーニング）の実
施

（ア） 地域のニーズを踏まえた訓練計画に基づく訓練コースの設定
【令和４年度の公的訓練計画】

委託訓練 1,507人
○離職者訓練 3,489人 内訳 施設内訓練 784人

求職者支援訓練 1,198人
○在職者訓練 2,815人
○学卒者訓練 210人
○障害者等訓練 77人

【令和4年度実績（令和4年8月31日現在）】

来年度（令和5年度）の訓練計画については、9月29日開催の福島県地域訓練
協議会ワーキングチーム会議において、本年度（令和4年度）における進捗状況
及び地域産業のニーズを踏まえ職業訓練内容の検討を実施し取りまとめのうえ、
11月11日開催の福島県地域職業能力開発促進協議会（10月1日付で福島県地域
職業訓練協議会より改称）に報告し、策定準備を進める。

（イ） 福島県及び高齢・障害・求職者雇用支援機構福島支部との連携
公的職業訓練運営担当者会議を開催し、訓練内容等についての検証を行い、

下半期に向けたさらなる受講促進のための改善策等の協議を実施した。
（7月6日開催） 65

令和4年4月～8月 令和3年4月～8月

委託訓練 651 619 5.2%

施設内訓練 276 250 10.4%

求職者支援訓練 188 197 ▲ 4.6%

在職者訓練（県） 283 277 2.2%

在職者訓練（機構） 688 592 16.2%

学卒者訓練 279 272 2.6%

障がい者訓練 33 38 ▲ 13.2%

対前年同期比
受講者数（人）



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑽ 公的職業訓練の推進及び職業能

力開発への支援
ア 地域のニーズを踏まえた公的職

業訓練（ハロートレーニング）の実
施

（ウ） 公的職業訓練（ハロートレーニング）の周知
下記により職業訓練制度及び各種情報の周知に取り組み、受講の促進を図った。

a 労働局ホームページへの掲載
ハロートレーニング（人材育成関係）情報として、県内のすべての職業訓練コース

（訓練内容・期間、募集期間等）及び各種職業訓練関係情報を掲載し、日々最新の
ものに更新のうえ幅広く周知を図った。

b 福島労働局職業安定部ＳＮＳを活用した周知
労働局職業安定部において、本年8月26日に新たに立ち上げたＳＮＳ（ツイッター）

を活用した職業訓練各種情報の周知を開始した。

c 訓練説明会の開催
各ハローワーク主催による職業訓練説明会を開催し、職業訓練制度及び開講予

定職業訓練コース情報等の周知を図った。
○8月末現在 123回開催

d 地域住民の生活圏に密着した周知
地方公共団体や企業との連携のうえ、回覧板や地域ＦＭ放送の活用、公共施設・

道の駅・スーパー・コンビニ等へのリーフレット配架等により周知を図った。

e 関係機関ホームページへの求職者支援制度バナーの掲載依頼
求職者支援制度バナーの掲載及び福島労働局ホームページへのリンクを未設定

の地方公共団体、社会福祉協議会、自立支援相談機関等の関係機関に対し、設定
の依頼を行っている。

f 休業によりシフトが減少した方への周知
休業支援金申請者に対して、支給決定通知書の送付時にリーフレット（求職者支

援制度・訓練関係）を同封し周知を行った。送付は、新型コロナウイルス感染症対応
休業支援・給付金集中処理センターへ依頼のうえ行っている。
○送付件数 807件（令和4年8月末現在） 66
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
２ 職業安定担当部署の重点施策
⑽ 公的職業訓練の推進及び職業能

力開発への支援
イ 公的職業訓練への適正な受講
あっせん及び就職支援

職業訓練関係業務担当者会議（ハローワーク担当職員参集、5月25日開催）や公共職業
安定所長会議（8月31日開催）において、求職者支援制度の特例措置をはじめとする職業
訓練制度の周知及び開講予定訓練コース等の職業訓練関係情報の周知等による適切な
訓練コースへの誘導、並びに訓練修了者の早期就職に向けた求職者担当者制等による
就職支援の強化等を指示し、効果的な取り組みを徹底し適正な受講あっせん及び効果的
な就職支援の実現を図った。

主な取り組み内容は、下記のとおりとなっている。

（ア） 職業相談及びエントリーシートを活用したあっせん
窓口での職業相談時に、求職者の希望職種・経験職務・所有資格等の的確な把握

を行っている。
また、求職者記載のエントリシートを基に希望の職業訓練分野・訓練期間・受講開

始時期等を把握し、適切な訓練コースを提案のうえあっせんに取り組んだ。
さらに、訓練希望分野等求職者ニーズのより詳細な把握及び希望職種の明確さ等

の準備度合いの確認を徹底するため、9月1日付でエントリーシートの見直しを行った。

（イ） 求人情報の提供
毎日、訓練受講中の方向けに、前日に県内ハローワークで受理した求人の一覧表

を作成し、職業訓練実施機関あてにメール送付し情報提供を行いマッチングの促進
を図った。

（ウ） 訓練修了前の職業相談
求職者支援訓練受講者に対する月1度の指定来所日及び公共職業訓練受講中で

訓練修了1カ月前の時点での就職未内定の者全員にハローワークへの来所を求め、
訓練修了時のスキル・知識に見合う求人情報提供をはじめとする就職支援を行って
いる。

（エ） 担当者制による個別支援
訓練受講者の意向を踏まえ、担当者制により受講訓練分野に見合う求人情報提供

及びキャリアコンサルティングによる効果的な個別支援を行った。 67



令和４年度 職 業 安 定 部 各 業 務 実 績 一 覧 表

項 目
目標値
（①）
（件）

実 績
(４年８月末現在）

（②）
（件）

進捗率
(②／①）

①就職件数（一般） 27,884 10,976 39.4

②充足件数（一般、受理地ベース） 26,977 10,493 38.9

③雇用保険受給者の早期再就職件数 7,353 2,514 34.2

④生活保護受給者等就労自立促進事業の就職率 67.0％ 77.3％ +10.3P

⑤障害者の就職件数 1,526 701 45.9

⑥新卒者支援に係る就職支援ナビゲーターの支援による新規卒業予定者等（既卒者含む）
の正社員就職件数

2,482 990 39.9

⑦ハローワークの職業紹介により、正社員に結びついた就職氷河期世代（35歳～54歳）の不
安定就労者・無業者の件数

2,148 939 43.7

⑧ハローワークの職業紹介により、正社員に結びついたフリーター（おおむね35歳未満）の件
数

2,759 1,010 36.6

⑨公的職業訓練修了３か月後の就職件数 1,233 617 50.0

⑩マザーズハローワーク事業における担当者制による就職支援を受けた重点支援対象者の
就職率

94.0％ 97.4％ +3.4P

⑪人材不足分野の就職件数 6,594 2,662 40.4

⑫生涯現役支援窓口での６５歳以上の就職件数 527 306 58.1

※ 目標値については、前年度等の実績値及び雇用失業情勢等を踏まえ設定。
※ ③⑧については、令和４年７月末現在、⑩については、令和４年６月末現在の実績。
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行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
３ 雇用環境・均等担当部署の重点施
策
⑴ 総合労働相談コーナーの適切な
運営

（ア） 総合労働相談コーナーにおける労働相談
総合労働相談コーナーに寄せられた個別労働紛争に係る労働相談に対して、早期

解決に向けて自主的解決の方向性や適切な紛争解決援助制度を教示し、丁寧に対応
している。

【参考】 令和３年度相談件数 16,142件
うち個別労働紛争関係 5,754件

（イ） 総合労働相談員への研修
総合労働相談員研修を７月８日に実施し、事例研究を行うなど資質向上を図っている。

（ウ） 関係機関との連携
個別労働関係紛争解決制度等を有する関係機関との連携を図るため、「労働相談・

個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会」を７月２５日に実施した。

(エ） 個別紛争解決援助制度
総合労働相談コーナーに寄せられた個別労働紛争関係の相談については、相談内

容に応じて助言・指導及びあっせん制度を説明し、申請には迅速に対応している。
〇 個別紛争解決援助件数（令和４年9月30日現在）

助言・指導申出件数 ３１件 あっせん申請件数 ３１件
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いじめ・嫌がらせ

1,697件

20.6％

自己都合退職

1,299件

15.7%

解雇

785件
9.5%

労働条件引下げ

537件 6.5%

退職勧奨

629件 7.6%

賠償 452件

出向・配置転換 195件

雇止め 237件

雇用管理等 170件

懲戒処分 137件

ほか 計3,302件

令和3年度
民事上の個別労働紛争

相談件数

計8,249件
（※内訳延べ合計件数）



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
３ 雇用環境・均等担当部署の重点施
策
⑶ 男女雇用機会均等法、育児・介

護休業法、パートタイム・有期雇
用労働法、労働施策総合推進法
関係の紛争解決の援助

・ 雇用環境・均等室に寄せられる個別労働紛争関係の相談に対し、紛争解決の援助及

び調停制度の適切な説明を行うとともに、当事者の意見を尊重しつつ、紛争解決の援助・
調停など円満な解決を支援するための必要な対応を行っている。

〇個別労働紛争解決援助

調停申請件件数 ３件 （令和４年９月末現在）
うちパワーハラスメント２件、セクハラ１件

＜参考＞
令和３年度 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、労働施策総
合推進法相談件数

計931件（※内訳延べ合計数）
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育児休業制度等

231件

32.3％

パワハラ防止措置

216件23.2%

その他

147件20.6%

妊娠、出産、育休等

ハラスメント

119件16.6％

セクハラ

119件16.6％

介護休業制度等

58件8.1％

パート法

36件5.0％

介護ハラスメント

5件0.7％



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
４ 労働保険適用徴収担当部署の重点
施策
⑴ 労働保険の未手続事業一掃対策

の推進
・ 労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平性の確保等の観点から、関係行政機関、
労働保険加入促進業務受託機関である全国労働保険事務組合連合会福島支部と連携
して労働保険未手続事業の把握に努め、加入勧奨・手続き指導による成立の促進を図っ
た。

・ 未手続事業解消のため、労働局ホームページへの掲載、署所窓口でのパンフレット等
の随時配布のほか、県内の保健所及び年金事務所における許認可申請・更新時等 の講
習会や健康保険・厚生年金新規適用手続きの際に、労働保険に係るパンフレット等の配
布を依頼するなど、周知広報活動を推進した。

・ 今年度の未手続事業一掃対策の推進に係る年間目標及び実績は、次のとおりである
（令和４年８月末現在）。
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訪問による加入勧奨・
手続指導

加入勧奨後成立

新規未手続把握

職権成立

局 受託者

目標 結果 達成率 目標 結果 達成率

150 19 12.7％ 910 86 9.5％

70 27 38.6％ 540 83 15.4％

130 33 25.4％ - - -

5 0 0％ - - -



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
４ 労働保険適用徴収担当部署の重点
施策
⑵ 労働保険料等の適正徴収等

・滞納事業場ごとに滞納額及び時効の時期等を盛り込んだ管理表を作成し、管理者を含
めた随時開催の滞納事案検討会において協議した滞納整理方針に基づき、滞納額の縮
減に取り組んだ。

・滞納事業場については、時期を逃さず架電や文書による納付督励を行い、それらの納付
督励に一度も反応が無い等、個別の事情がある場合には、適宜臨戸訪問を実施し実態把
握に努めている。

・過年度の滞納金については、時効による消滅防止のため債務承認書を徴すとともに、適

切な納付となるよう納付計画書を提出させ、定期的に計画の履行状況を確認しながら、滞
納額の着実な縮減に取り組んだ。

・納付資力がありながら納付を怠る滞納事業場については、預貯金等の差押えを実施し

ている。納付資力がない滞納事業場については、執行停止等の妥当性を検討したうえで、
適切に実施している。

〇前年度との比較（令和４年度８月末現在）
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令和4年度 令和3年度 前年度比

保険料徴収決定額 350億1592万円 303億9700万円 46億1892万円

保険料収納額 103億9224万円 100億9973万円 2億9251万円

保険料収納率 29.68％ 33.23％ △3.55㌽

全国平均収納率 26.34％ 28.58％ △2.24㌽



行政運営方針 上半期の主な取組

労働行政の重点施策
４ 労働保険適用徴収担当部署の重点
施策
⑶ 電子申請の更なる利用促進 ・ 令和２年４月から、資本金、出資金等の額が１億円を超える等の特定の法人について、

労働保険年度更新申告の電子申請が義務化されていることから、年度更新申告書送付の
際に周知用リーフレットを同封したほか、労働局ホームページへの掲載、署所窓口での
リーフレット配布、ポスター掲示等により周知広報を行った。

また、令和３年度電子申請義務化対象事業場のうち電子申請をしていない２２１事業場
に対しては、年度更新期間前の５月に電子申請手続きに係る案内文を送付し、電子申請
の利用促進に取り組んだ。

・ ５月の電子申請周知月間においては、福島県社会保険労務士会及び全国労働保険事
務組合連合会福島支部に文書を送付し、会員事業場への更なる利用勧奨を依頼するなど、
周知広報活動を推進した。

・ 年度更新申告期間（６～７月）においては、次年度以降の電子申請利用につながるよう、
労働局内に「電子申請体験コーナー」を設置し、年度更新申告に来庁した事業主等に対
し、電子申請利用促進相談員を活用して電子申請の操作を体験させ利用促進を図った。

体験者からは、行政機関に出向く必要がなく時間の制約もないため、紙の申請より便
利との声があった一方で、電子証明書取得に係る費用や事前準備、操作方法並びに機
能が改善されれば利用したいとの要望があった。

また、今年度の年度更新の電子申請では、e-Govの不具合により円滑に利用できない
状態が発生し一般利用者から多くの問い合わせや苦情が寄せられたほか、体験コーナー
にも影響を及ぼしたことから、本省には電子申請体験者からの要望に併せ、次年度以降、
電子申請率の向上が図られるようシステムの改善等についても要望を行っている。

・ 上記取り組みによる効果もあり、令和４年８月１９日現在の労働保険事務組合委託事
業を除く年度更新対象事業場２６，６６１件のうち、電子申請件数は３，９０７件で、電子
申請率は１４．７％となり、昨年度の電子申請率１２．８％から１．９ポイントの向上が見ら
れた。
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